
初
期
明
王
朝
の
通
貨
政
策

4亘

上

寛

は
じ
め
に

一
元
末
・
明
初
の
遁
貨
吠
況

1

元
朝
の
通
貨
制
度
概
略

2

明
初
の
遁
貨
欣
況

二
明
王
朝
の
性
格
と
遁
貨
問
題

-
不
換
紙
幣
と
し
て
の
大
明
賛
軌
跡

2

紗
と
銀
と
の
関
係

3

明
朝
の
逼
貨
政
策

三
妙
流
通
政
策
の
破
綻
主
銀

お
わ
り
に
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』ま

じ

め

明
王
朝
の
法
定
貨
幣
が
、
銅
銭
を
除
い
て
は
大
明
費
紗
と
い
う
紙
幣
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
特
に
明
初
に
は
、
低
額
の
銅

銭
は
別
と
し
て
、
紗
の
積
極
的
な
流
通
が
園
ら
れ
た
。
嘗
時
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ

っ
た
銀
の
使
用
を
禁
止
し
、
一
方
的
に
強
擢
を
震
動
し
て
紗

の
流
通
を
促
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
園
家
の
意
志
に
反
し
て
民
間
で
は
銀
使
用
が
や
ま
ず
、
十
五
世
紀
も
初
頭
を
、
過
ぎ
る
と
、
中
園
は
急
激
な
勢
い

527 
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で
銀
経
済
の
中
に
ま
き
込
ま
れ
て
い
く
。
首
然
の
よ
う
に
紗
の
債
値
は
下
落
し
、

流
通
界
か
ら
姿
を
消
し
て
行
っ
た
。
紗
の
寅
質
的
に
流
通
し

た
時
期
が
蝕
り
に
も
短
期
間
で
あ
っ
た
た
め
、
と
も
す
れ
ば
そ
の
重
要
性
が
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
だ
が
明
朝
の
性
格
と
明
初
の
社
禽
を

知
る
上
で
、

紗
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

本
稿
で
扱
う
明
初
の
通
貨
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
か
な
り
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。

め
、
そ
の
研
究
は
静
態
的
な
憾
を
否
め
ず
、
ま
た
多
く
は
制
度
的
側
面
に
紋
逃
が
費
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
で
は
制
度
面
の
説
明
は

努
め
て
避
け
、
主
に
明
王
朝
の
政
策
的
な
立
場
か
ら
、
こ
の
時
期
の
通
貨
政
策
U

紗
流
通
政
策
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
レ
た
の
か
、

明

-
}
ご
』
、

チ
J

ナ
f

史
料
的
に
乏
し
い
時
期
で
も
あ
る
た

ら
か
に
し
た
い
。

元
末
・
明
初
の
通
貨
朕
況

1 

元
朝
の
通
貨
制
度
概
略
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元
朝
最
後
の
皇
帝
順
帝
安
懐
帖
木
見
の
時
代
は
、
元
朝
の
崩
壊
が
加
速
度
的
に
進
行
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
特
に
彼
の
治
世
の
後
半
で
あ
る

至
正
年
間
(
一
一
一
一
四
一

l
六
七
)
に
は
、
連
年
の
機
鐘
と
相
侯
っ
て
、
国
家
財
政
の
膨
張
、
そ
れ
に
伴
う
紙
幣
の
濫
設
、
行
き
つ
く
と
こ
ろ
は
イ

ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
棋
大
で
、
民
衆
生
活
に
多
大
の
匪
迫
が
加
え
ら
れ
て
い
た
。

河
南
省
頴
州
で
勃
渡
し
た
劉
一幅
通
ら
の
反
飽
を
契
機
に
数
多
の
反
刷
慨
を
起
こ
し、

い
わ
ゆ
る
元
末
の
反
凱
と
呼
ば
れ
る
大
動
飢
期
に
突
入
す
る
。
こ
れ
ら
反
凱
軍
の

一
武
将
に
す
ぎ
な
か

っ
た
朱
元
障
が
や
が
て
撞
頭
し
、
明
王

朝
を
創
設
す
る
わ
け
だ
が
、
彼
が
動
凱
期
を
鎮
定
し
て
圏
内
統
一
に
成
功
し
得
た
理
由
と
し
て
、
自
身
の
能
力
と
と
も
に
、
民
衆
の
心
が
す
で

苦
し
み
に
あ
え
ぐ
民
衆
は
、
至
正
十
一
年
三
三
五
一

)、

に
元
朝
か
ら
大
き
く
抗
離
し
て
い
た
事
質
も
見
逃
せ
な
い
。
民
衆
を
そ
こ
ま
で
奔
ら
せ
た
の
は
、
明
ら
か
に
元
朝
の
統
治
能
力
の
失
墜
で
あ
っ

た
。
中
で
も
民
衆
生
活
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
、
年
と
と
も
に
下
落
し
て
い
く
貨
幣
債
値
、

つ
ま
り
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
。
紙



倣
m
濫
震
と
い
う
王
朝
エ
ゴ
の
あ
お
り
を
食
っ
た
民
衆
が
、
反
乱
に
立
ち
上
が
っ
た
の
も
嘗
然
だ
っ
た
ろ
う
。

史
上
名
高
い
元
末
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
交
妙
〈
紙
幣
〉
専
用
制
度
と
い
う
元
朝
濁
特
の
通
貨
制
度
に

起
因
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

周
知
の
よ
う
に
、
中
園
の
紙
幣
は
宋
代
の
交
子
に
始
ま
り
、
そ
の
後
南
宋
代
の
曾
子
、
金
の
交
紗
と
績
い
て
元
に
至
っ

て
、
初
め
て
紙
幣

一
本

立
て
の
幣
制
が
採
用
さ
れ
た
。
と
同
時
に
銅
鎮
の
使
用
は
禁
止
さ
れ
、
そ
の
後
一
時
期
の
解
禁
は
あ
っ
た
も
の
の
、
元
朝
を
通
じ
て
概
ね
禁
令

が
種
績
さ
れ
た
。
紙
幣
の
流
通
を
促
進
す
る
た
め
で
あ
る
。

す
で
に
太
宗
の
頃
か
ら
紙
幣
は
使
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
。
制
度
的
に
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
世
粗
忽
必
烈
の
代

に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
元
朝
成
立
の
年
つ
ま
り
世
組
の
中
統
元
年
(
一
一
一
六
O
〉
、
七
月
の
遁
行
交
紗
の
製
造
に
績
い
て
、
十
月
に
新
た
に
護

行
さ
れ
た
の
が
有
名
な
中
統
元
賓
交
紗
で
あ
る
。
中
統
紗
と
略
稿
さ
れ
る
こ
の
紙
幣
の
護
行
に
よ
っ
て
通
行
交
紗
は
委
を
消
し
、
以
後
元

一
代

を
逼
じ
て
中
統
紗
が
主
要
遁
貨
と
な
る
。

通
行
交
紗
が
紙
を
紗
本
(
免
換
準
備
金
〉
と
し
た
の
に
封
し
、

流
通
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
州
、
こ
う
し
た
銀
を
園
庫
に
貯
蔵
し
た
上
で
、
準
備
銀
に
見
合
う
だ
け
の
額
が
瑳
行
さ
れ
た

中
統
紗
は
銀
を
紗
本
と
し
て
瑳
行
さ
れ
た
。
嘗
時
、

相
嘗
量
の
銀
が
民
間
で
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の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
流
通
を
ス
ム
ー
ズ
に
す
る
た
め
に
、
絶
え
ず
回
牧
が
園
ら
れ
た
。
回
牧
に
利
用
さ
れ
た
の
は
、
元
朝
の
税
牧
の
中
で
も

大
き
な
比
重
を
占
め
る
課
利
(
商
税
、
関
課
、
茶
課
等
)
で
、
そ
れ
ら
を
紙
幣
で
徴
牧
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
民
間
で
の
流
通
量
を
調
節
し
た
の
で

あ
る
。
元
朝
の
初
年
に
は
、
妙
法
の
運
営
面
で
、
紙
幣
護
行
額
に
見
合
う
銀
の
準
備
、
護
行
額
の
制
限
、
徴
税
に
よ
る
流
通
紙
幣
の
回
牧
と
い

っ
た
措
置
が
と
ら
れ
た
た
め
、
十
数
年
聞
は
健
全
な
獄
態
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

や
が
て
、
元
朝
特
有
の
モ
ン
ゴ
ル
諸
王
に
劃
す
る
賜
興
、

ラ
マ
数
の
併
事
供
養
と
い

っ
た
出
費
が
増
大
し
、

園
家
財
政
自
睦
が
年
々
膨
張
し

た
た
め
、
従
来
の
瑳
行
制
限
額
を
守
れ
な
く
な
っ
て
き
た
。
い
き
お
い
貨
幣
債
値
は
下
落
し
、
民
衆
生
活
に
多
大
の
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な

529 

中
統
紗
の
他
に
新
た
に
至
元
通
行
賓
紗
を
護
行
し
、
中
統
紗
五
貫
H

至
元
紗
一
貫
と
規
定

じ
、
中
統
紗
の
卒
債
切
り
下
げ
に
よ
っ
て
局
面
を
打
開
し
よ
う
と
園
っ
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
こ
の
時
に
は
、

嘗
初
の
免
換
制
は
停
止
し
、
不

る
。
そ
こ
で
元
朝
は
至
元
二
十
四
年
(
一

二
八
七
)
、
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換
紙
幣
化
し
て
い
た
も
の
の
、

一一一一
O
七
〉
か
ら
下
落
し
始
め
た
至
元
紗
は
、
や
が
て
至
大
二
年

(
二ニ
O
九
)
に
再
度
の
卒
慣
切
り
下
げ
を
将
来
し
た
。

の
は
至
大
銀
紗
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、

至
大
紗

一
に
射
し
て
至
元
紗
五
、
中
統
紗
二
十
五
と
い
う
ふ
う
に
、
至
元
紗
の
五
分
の

一
の
切
り
下
げ

雨
者
は
そ
の
後
並
用
さ
れ
、

し
ば
ら
く
は
小
康
朕
態
を
保
つ
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
大
徳
年
間

三

二
九
七
|

こ
の
時
護
行
さ
れ
た

が
貫
施
さ
れ
た
。

た
だ
こ
の
至
大
紗
は
、

わ
ず
か
一
年
ほ
ど
で
褒
行
が
停
止
さ
れ
、

そ
の
後
は
再
び
中
統
紗
と
至
元
紗
と
の

二
本
立
て
に
艮

る
。
と
こ
ろ
が
紗
法
の
建
て
直
し
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、

む
し
ろ
急
速
な
イ
ン
フ
レ
l
シ
ョ
ン
を
禰
漫
さ
せ
て
元
末
に
至
る
の
で
あ

るた
。
元
朝
の
屋
葦
骨
自
践
が
傾
き
つ
つ
あ
る
時
期
に
、

元
も
終
わ
り
の
至
正
年
聞
に
、
再
々
度
紗
法
の
改
革
が
園
ら
れ
た
が
、
す
で
に
焼
石
に
水
で
、
却
っ
て
民
聞
に
混
乱
を
招
い
た
だ
け
で
あ
っ

正
常
な
遁
貨
制
度
な
ど
望
む
べ
く
も
な
か
っ
た
。
加
え
て
、
至
正
十
一
年
以
来
の
反
凱

そ
れ
に
伴
う
財
政
の
膨
張
、
酷
裂
に
つ
ぐ
濫
設
で
一
時
的
な
糊
塗
策
し
か
念
頭
に
な
い
元
朝
は
、
紙
幣
を
完
全
に
無
償

値
な
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
。
嘗
時
の
民
衆
は
、
紙
幣
を
紙
屑
同
様
に
み
な
し
て
使
用
し
な
か
っ
た
と
い
う。

に
よ
る
圏
内
の
混
観
、
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こ
れ
に
代
わ
っ
て
、
専
ら
利
用
さ
れ
た
の
が
銅
銭
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
至
正
十
年
に
銅
銭
使
用
の
解
禁
が
な
さ
れ
、
新
た
に
鋳
造
が
開
始
さ

れ
た
も
の
の
、
そ
れ
以
前
の
使
用
禁
止
策
の
た
め
に
数
量
は
減
少
し
て
い
た
。
前
代
の
銅
銭
は
鋪
錯
し
て
銅
総
と
さ
れ
た
り
、
民
間
に
退
諒
さ

れ
た
り
、
あ
る
い
は
大
量
に
海
外
に
流
出
し
た
た
め
、
元
末
に
は
む
し
ろ
紙
乏
を
告
げ
て
い
出
。
利
用
さ
れ
た
と
し
て
も
絶
封
量
が
決
定
的
に

不
足
し
て
い
た
た
め
、
従
来
の
紙
幣
の
完
全
な
代
用
物
と
は
な
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。

従
っ
て
、

商
業
な
ど
の
大
手
の
取
り
引
き
に
は
銀

が
利
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
(
後
述
)
、
そ
の
一
方
で
一
般
の
民
衆
の
聞
で
は
物
々
交
換
が
普
通
に
な
っ
て

い
た
ら
し
は
紙
幣
の
債
値
暴
落

と
元
末
の
反
蹴
に
よ
る
圏
内
の
混
凱
は
、
民
衆
生
活
を
貨
幣
経
済
か
ら
自
然
経
済
へ
と

一
時
的
に
後
退
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

2 

明
初
の
通
貨
朕
況

至
正
十
六
年
(
二
二
五
六
〉
、
臆
天
府
ハ
後
の
南
京
〉
に
根
援
地
を
定
め
た
朱
元
建
は
、
以
後
着
々
と
勢
力
を
抜
大
し
て
い
く
が
、

五
年
後
の
至



正
二
十
一
年
に
、
通
貨
面
で
の
最
初
の
政
策
を
打
ち
出
し
た
。
こ
の
年
、
南
京
に
賓
源
局
と
い
う
役
所
を
置
く
と
、
新
た
に
「
大
中
通
賓
」
と

い
う
銅
銭
を
護
行
す
る
。
そ
れ
ま
で
朱
元
環
の
領
域
内
で
は
、
歴
代
王
朝
の
奮
銭
が
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
絶
劉
量
の
不
足
と
そ
れ
に
基
づ
く

物
債
の
不
安
定
性
の
た
め
に
、
早
急
に
銅
鎮
の
鋳
造
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。

至
正
二
十
四
年
に
は
新
た
に
領
域
に
入
っ
た
江
西
行
省
に

も
、
貨
泉
局
(
後
に
費
泉
局
と
改
稽
〉
と
い
う
機
闘
を
設
町
そ
の
地
で
も
大
中
遁
賓
を
鋳
造
し
て
歴
代
の
奮
銭
と
と
も
に
併
用
さ
せ
て
い
る
。

嘗
時
の
鋳
銭
総
額
が
ど
れ
く
ら
い
あ
っ
た
か
は
、
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い
な
い
。
わ
ず
か
な
史
料
か
ら
類
推
し
て
、
そ
れ
が
さ
ほ
ど
多
く
な

A
リ

い
量
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
か
ろ
引
σ

王
朝
成
立
以
前
の
戦
凱
期
に
正
常
な
鋳
銭
が
な
さ
れ
る
わ
け
も
な
い
。
南
京
で
の
鋳
造
開
始

、UH
U，

も
、
一
つ
に
は
他
の
群
雄
に
倣
い
、
銅
銭
鋳
造
で
王
朝
樹
立
の
意
志
表
明
を
し
た
も
の
と
も
解
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
基
本
的
に
は
民
衆
生
活

に
お
け
る
銅
銭
不
足
の
解
消
を
目
的
と
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
前
者
の
意
聞
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
ず
は
政
権
の
瞳
裁
を
繕
い、

民
間
の
需
要
に
も
慮
え
る
た
め
に
護
行
さ
れ
た
の
が
、
大
中
逼
賓
鎮
で
あ
っ
た
。

洪
武
元
年
(
一
三
六
八
〉
正
月
、
正
式
に
明
王
朝
が
成
立
す
る
と
、
同
三
月
に
改
め
て
銭
法
が
制
定
さ
れ
、
「
洪
武
逼
賓
」
の
鋳
造
が
開
始
さ

4
4，

、q
Jマ

れ
た
。
こ
れ
は
小
銭
(
一
文
銭
〉
か
ら
嘗
十
銭
(
十
文
銭
)
ま
で
の
大
小
五
等
の
銭
式
が
あ
川
(
嘗
二
以
上
の
大
銭
は
洪
武
四
年
に
慶
以
、
従
来
の

銅
銭
と
と
も
に
併
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
洪
武
元
年
に
は
約
八
千
九
百
高
文
が
鋳
造
さ
れ
、
そ
の
後
八
年
ま
で
は
毎
年
大
瞳
二
億
文
前
後

、A
W，

h
H
V
 

が
鋳
造
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
王
朝
成
立
以
前
の
鋳
造
額
に
比
べ
る
と
格
段
の
差
が
あ
っ

た
が
、

A
司
u
マ

ん
H
い

(
一
緒
H

一
O
O
O文
〉
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
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北
宋
時
代
に
は
年
額
が
ほ
ぼ
百
寓
網
前
後

到
底
そ
れ
に
は
及
ぶ
べ
く
も
な
く

需
要
を
満
た
す
量
で
は
な
か
っ
た
。
事
質、

洪
武
通
費

は
民
聞
の
需
要
に
追
い
っ
か
な
か
っ
た
よ
う
で
、
却
下
さ
れ
は
し
た
も
の
の
、
純
度
を
落
と
し
て
護
行
額
の
増
加
を
園
ろ
う
と
い
う
意
見
す
ら

A
回，

'nu、

官
僚
の
中
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
原
因
と
し
て
、
何
よ
り
も
銅
銭
の
材
料
で
あ
る
銅

の
不
足
を
翠
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
と
も
と
銅
の
産
出
の
少
な
い
中
園
で
は
あ
っ
た
が
、
宋
代
の
盛
ん
な
鋒
遣
に
よ
っ

て
さ
ら
に
絶
劃
量
が
減

こ
の
よ
う
に
、
明
初
で
は
元
末
以
来
の
銅
銭
不
足
を
引
き
繕
い
で
い
た
わ
け
だ
が
、

531 

少
し
た
。
加
え
て
鋳
造
さ
れ
た
銅
銭
も
多
量
に
海
外
に
流
出
し
た
の
で
、
そ
れ
を
補
う
た
め
に
鋳
造
が
繰
り
返
さ
れ
、
北
宋
の
盛
時
も
過
ぎ
南
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品
川
，

宋
の
頃
に
は
産
出
額
も
激
減
し
て
い
た
。

従
っ
て

宋
か
ら
元
を
経
て
明
初
の
頃
に
も
な
る
と
、

銅
不
足
は
か
な
り
深
刻
だ
っ
た
に
違
い
な

ぃ
。
新
王
朝
の
誕
生
と
と
も
に
銅
銭
の
需
要
は
年
々
増
加
し
て
い
た
が
、
間
に
合
う
だ
け
の
産
出
が
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
い
き
お
い
民
聞
に

銅
の
援
出
を
求
め
、
銅
器
を
毅
し
て
官
に
納
め
さ
せ
た
り
し
た
が
、
こ
れ
は
民
聞
に
多
大
の
負
措
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

銅
銭
の
不

A

司
，nu、

足
か
ら
民
聞
で
は
、
純
度
の
悪
い
私
鏡
銅
銭
さ
え
出
回
っ
た
り
し
た
。

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
激
動
期
を
過
ぎ
圏
内
の
秩
序
が
回
復
さ
れ
て
く
る
と
、
商
工
業
が
以
前
の
活
況
を
呈
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
元

末
の
混
凱
に
よ
る
阻
害
要
因
も
な
く
な
り
、
商
人
の
自
由
な
活
動
が
復
活
す
る
に
従
い
、
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
取
り
引
き
額
も
高
ま
る
。
と
こ

A
司
dv

ろ
が
、
銅
銭
は
運
搬
に
極
め
て
不
便
で
あ
る
。
軽
量
で
債
値
の
高
い
通
貨
に
こ
し
た
こ
と
は
な
ゆ

つ
ま
り
、
銅
銭
を
使
用
す
る
こ
と
の

マ
イ

ナ
ス
面
が
顕
著
に
な
る
と
同
時
に
、
こ
れ
に
代
わ
る
新
た
な
通
貨
の
必
要
性
が
痛
感
さ
れ
だ
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
明
王
朝
は
、
洪
武
七
年
(
一
三
七
四
)
に
賓
紗
提
奉
司
と
い
う
機
闘
を
設
置
し
、
翌
八
年
か
ら
大
明
賓
紗
と
い
う
紙
幣
を
設
行
す
る

倒

的

倒

こ
と
に
な
る
。
同
時
に
南
京
の
賀
源
局
で
の
銅
銭
鋳
造
を
や
め
、
翌
九
年
に
は
各
行
省
の
賓
泉
局
で
の
鋳
造
も
停
止
さ
れ
た
。
た
だ
し
こ
の
措

置
は
、
銅
銭
使
用
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
銅
銭
鋳
造
の
負
捲
軽
減
を
意
園
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

同

大
明
賀
紗
の
製
造
が
開
始
さ
れ
る
と
、
翌
九
年
に
は
「
倒
紗
法
」
が
制
定
さ
れ
た
。

と
を
交
換
す
る
と
い
う
首
時
の
用
語
で
、
各
地
に
行
用
庫
が
建
て
ら
れ
、
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倒
紗
と
い
う
の
は
、

そ
こ
で
昏
紗
と
新
紗
の
倒
換
(交
換
〉

が
行
わ
れ
た
。

古
く
な
っ
た
紗
(昏
紗
)
と
新
紗

ま
た
昏
妙
一

貫
(
一

O
O
O文
〉
を
倒
換
す
る
ご
と
に
、

工
墨
費
(
手
数
料
〉
と
し
て
三
十
文
徴
牧
す
る
と
も
決
め
ら
れ
た
。

倒
妙
法
の
制
定
に
よ
っ
て
、
紗

法
の
運
営
面
で
の
充
貨
が
圃
ら
れ
た
と
い
え
る
。

話
は
前
後
す
る
が

こ
の
大
明
賀
紗
は
一
百
文
か
ら
五
百
文
ま
で
の
五
等
と
一

貫

(
一
O
O
O文
)
の
計
六
等
の
種
類
が
あ
っ
た
。

最
低
額

が
一

O
O文
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
以
下
は
銅
峨
を
使
用
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
因
み
に
嘗
時
の
紗
・
銭
・
銀
・
米
の
比
債
は
、
紗

一
貫
H

銅
銭

一
O
O
O文
H

銀

一
雨
H

米
一
石
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
銀
債
格
の
明
示
が
注
目
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
と
き
同
時
に
金
銀
に
よ
る

交
易
が
禁
止
さ
れ
、
民
聞
に
劃
し
て
金
銀
を
妙
に
交
換
さ
せ
、
金
銀
の
圏
庫
田
牧
を
圃
る
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し



帥

た
施
策
は
、
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
紗
の
流
通
を
促
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
裏
返
せ
ば
金
銀
〈
特
に
銀
)
が
民
間
で
、
遁
貨
と
し
で
使
用
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
紗
設
行
の
時
黙
で
金
銀
の
使
用
が
ま
ず
巌
禁
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
銅
不
足
に
よ
る
銅
鎮
の
鋳
造
停
止
、
そ
れ
に
代
わ
る
大
明
賓
紗
の
護
行
は
、
す
で
に
銀
と
い
う
貫
放
逼
貨
の
存
在
し
て
い

た
こ
と
を
考
え
る
と
、
紗
を
流
通
さ
せ
る
た
め
の
銀
使
用
禁
止
か
、
あ
る
い
は
銀
使
用
を
禁
止
す
る
た
め
に
、
そ
れ
に
代
わ
る
紗
を
新
た
に
護

行
し
た
の
か
、
覗
黙
を
ど
ち
ら
に
置
く
か
に
よ
っ
て
解
樟
は
違
っ
て
く
る
。
恐
ら
く
両
方
の
意
園
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
問
題
は
の
ち
に

考
察
す
る
と
し
て
、
と
も
か
く
明
朝
は
妙
を
本
位
貨
幣
、
銅
銭
を
補
助
貨
幣
と
す
る
方
針
を
打
ち
出
し
た
と
い
え
る
。

し
か
も
、
紗
の
回
牧
を

帥

ス
ム
ー
ズ
に
行
う
た
め
に
商
税
を
利
用
し
、
紗
七
・
銭
三
の
割
合
で
徴
牧
す
る
よ
う
決
定
し
た
。

こ
の
の
ち
、
小
額
の
取
り
引
き
の
不
便
さ
な
ど
か
ら
百
文
以
下
の
低
額
の
紗
が
瑳
行
さ
れ
た
り
、
再
び
銅
鎮
の
鋳
造
が
開
始
さ
れ
た
り
、
あ

そ
れ
ら
の
製
造
が
停
止
さ
れ
た
り
再
開
さ
れ
た
り
蟹
轄
し
て
い
制
。

る
い
は
銅
銭
や
紗
の
流
通
量
に
薩
じ
て
、

し
か
し
紗
・
銭
粂
用
の
方
針
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は
、
洪
武
士
木
ま
で
概
ね
守
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
園
家
方
針
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
聞
で
は
紗
と
銭
と
の
比
債
に
大
き
な
差
が
生
じ
て
き
た
。

根
本
的
な
原
因
は
、

大
明
賓
妙
。
か
最
初
か
ら
不
換
紙
幣
と
し
て
護
行
さ
れ
た
こ
と
、
つ
ま
り
園
家
の
保
誼
だ
け
で
流
通
さ
せ
よ
う
と
し
た
黙
に
あ
っ
た
。
い
わ
ば
管

理
逼
貨
制
度
に
よ
っ
て
妙
法
を
運
営
し
よ
う
と
し
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
が
必
ず
し
も
成
功
し
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
紗
の
債
値
は
、

設
行
後

ま
も
な
い
頃
か
ら
下
落
の
傾
向
を
見
せ
始
め
る
。
例
え
ば
洪
武
二
十
三
年
(
ご
ニ
九
O
〉
段
階
で
は
、
民
間
の
相
場
は
紗
一
貫
が
銅
銭
二
五

O

文
で
あ
り
、
こ
れ
は
妙
法
制
定
嘗
時
の
紗
一
貫
H

銅
銭
一

O
O
O文
に
比
べ
て
、
紗
の
債
値
は
四
分
の
一
に
下
落
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
劃

す
る
明
朝
は
あ
く
ま
で
も
最
初
の
比
債
を
堅
持
し
て
、
公
定
相
場
を
紗
一
貫
H

銭
一

O
O
O文
に
据
え
置
こ
う
と
し
て
い
湖
。
し
か
し
そ
の
努

力
も
数
果
な
く
、
妙
の
債
値
は
下
降
す
る
一
方
で
、
洪
武
二
十
七
年
に
も
な
る
と
、
紗

一
貫
は
鎮
一
ム
ハ

O
文
の
債
値
し
か
も
た
な
く
な

っ
た
の

A
明岬，

あ
記
‘

で
あ
る
。

533 

明
朝
政
権
は
打
開
策
と
し
て
洪
武
二
十
七
年
、
今
度
は
銅
銭
の
使
用
を
禁
止
し
て
紗
の
流
通
を
促
す
こ
と
に
し
刷
。
民
間
で
は
紗
よ
り
も
鎮
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の
方
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
の
で

一
方
の
使
用
禁
止
で
他
方
の
流
通
を
圃
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
銅
銭
の
使
用
禁
止
と
い
っ
た
思

い
切

っ
た
措
置
を
施
し
た
も
の

の
、
妙
の
債
値
は

一
向
に
上
昇
せ
ず
、

む
し
ろ
洪
武
を
過
ぎ
て
永
祭
の
頃
に
も
な
る
と
、

『
貫
録
』
の
中
に
は

永
築
五
年

(
一
四
O
七
)
の
記
録
に
よ
る
と
紗
と
米
と
の

'nuv 

比
債
で
は
園
初
の
三

O
分
の

一
、
銀
と
の
比
債
で
は
八

O
分
の
一
に
ま
で
下
落
し
て
い
る
。
王
朝
の
意
固
に
反
し
て
、
紗
の
債
値
は
持
ち
直
す

「
妙
法
不
通
」
と
い
う
語
が
目
立
っ
て
多
く
な
っ

て
く
る
。

し
か
も
そ
の
債
値
は
、

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、

「
妙
法
不
通
」
の
原
因
と
し
て
、
嘗
時
に
は
次
の
二
黙
が
考
え
ら
れ
て
い
た
。

一
つ
は
、

『
太
宗
貫
録
』
永
繁
二
年
三
月
庚
氏

の
僚
に
、上

回
く
、

朝
廷
始
め
妙
法
遁
ぜ
ざ
る
は
、
皆
民
閲
銀
妙
粂
用
し
、
率
ね
銀
を
重
ん
じ
診
を
軽
ん
ず
る
に
縁
る
の
故
を
以
て
、
其
の
(
銀
の
)
交
易
を
禁
ず。

と
あ
る
よ
う
に
、
銅
銭
の
使
用
禁
止
後
は
、
民
間
で
は
紗
よ
り
も
銀
の
方
が
重
ん
じ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
。

二
つ
め
は
、
同
じ
く

『太
宗
貫
録
』
永
繁
二
年
八
月
庚
寅
の
僚
に
、

都
察
院
左
都
御
史
陳
瑛
言
わ
く
、曲
四
比
妙
法
通
ぜ
ざ
る
は
、
皆
朝
廷
紗
を
出
だ
す
こ
と
は
な
は
だ
多
く
、
牧
欽

法
無
き
に
縁
り
、
以
て
物
重
く
紗
軽
き
を
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致
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、

紗
が
無
制
限
に
夜
行
さ
れ
、

し
か
も
回
牧
を
行
わ
な
い
の
で
民
聞
に
だ
ぶ
っ
き
、

そ
の
た
め
に
債
値
の
下
落
を
も
た
ら
し

た
、
と
い
う
二
黙
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
付
に
射
し
て
は
、
民
間
で
の
金
銀
に
よ
る
交
易
を
禁
止
す
る
法
令
が
、

た
び
た
び
渡
せ
ら
れ
て
い
る
。
紗
を
初
め
て
夜
行
し
た
洪

A
刀
守

武
八
年
以
衆
、

洪
武
三
十
年
、
永
繁
元
年、

二
年
、
十
七
年
、

洪
隈
元
年
、
宣
徳
元
年
、
三
年
の
都
合
八
回
に
及
ん
で
い
れ
。
民
間
で
は
そ
れ

だ
け
銀
の
使
用
が

一
般
的
で
あ
り
、
一
片
の
法
令
で
も
っ
て
は
そ
れ
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う。

ま
た
∞
の
解
決
に
つ
い
て
は
、
流
通
界
に
出
回
っ
て
い
る
紗
の
園
庫
へ
の
回
牧
が
圃
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
具
鰻
策
の一

つ
が
、
永
繁
二

年
八
月
に
質
施
さ
れ
た
「
戸
口
食
盟
法
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
般
人
民
に
強
制
的
に
食
盟
を
配
給
し
、

代
債
と
し
て
紗
を
納
め
さ
せ
る
も
の
で
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あ
っ
的
。
た
だ
、
こ
の
戸
口
食
盟
法
は
、
開
中
法
と
い
う
明
代
の
盟
専
買
制
度
と
の
か
ね
あ
い
か
ら
、

寅
際
に
結
盟
さ
れ
た
の
は
産
瞳
地
方
と

南
北
南
京
の
周
漫
だ
け
で
、
他
の
地
方
で
は
嘗
初
か
ら
、
給
盟
な
ど
と
は
無
関
係
に
納
紗
あ
る
い
は
納
米
の
租
税
的
性
格
を
以
て
貫
施
さ
れ
た

A
m
v
 

h
u
v
 

と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
威
令
が
全
園
的
に
浸
透
し
た
の
は
恐
ら
く
永
柴
よ
り
後
の
こ
と
で
、
少
な
く
と
も
こ
の
法
を
布
達
し
た
永
祭

朝
で
は
、
積
極
的
な
封
外
政
策
や
北
京
建
都
に
莫
大
な
費
用
を
要
す
る
な
ど
、
回
牧
額
を
は
る
か
に
超
え
る
紗
の
護
行
額
に
上
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

守
成
期
と
さ
れ
る
洪
照
三
四
二
五
)
・

宣
徳
朝
(
一
四
二
六
l
三
五
)
に
入
っ

た
段
階
で
、
妙
の
よ
り
積
極
的
な
流
通
策
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
問
題
に
入
る
前
に
、

紗
の
護
行
時
の
朕
況
を
今
一

度
見
直
し
て

以
上
の
よ
う
な
洪
武
・
永
祭
朝
の
明
王
朝
の
成
立
期
を
経
て
、

k=
、。

『
i
r

，
み
れ
B
U
W

明
王
朝
の
性
格
と
逼
貨
問
題
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1 

不
換
紙
幣
と
し
て
の
大
明
賓
紗

大
明
賓
紗
の
債
値
が
年
と
と
も
に
下
落
し
た
原
因
と
し
て
、

ハ
円
民
聞
で
は
紗
よ
り
も
銀
が
重
ん
じ
ら
れ
た
こ
と
、
∞
護
行
額
が
多
す
ぎ
た
こ

と
、
の
二
黙
が
考
え
ら
れ
た
。
∞
に
つ
い
て
は
、
紙
幣
が
使
用
さ
れ
出
し
て
以
来
、
歴
代
の
王
朝
で
も
絶
え
ず
問
題
と
な
っ
た
こ
と
で
、
そ
の

債
値
維
持
の
た
め
に
し
ば
し
ば
紙
幣
の
回
牧
が
行
わ
れ
て
い
る
。
明
代
に
限
っ
て
い
え
ば
、

永
祭
朝
の
戸
口
食
盟
法
が

一
つ
の
例
に
嘗
た
る
。

補

ω

と
こ
ろ
で
付
に
つ
い
て
は
、
従
来
明
の
妙
が
不
換
紙
幣
で
あ
る
こ
と
が
大
き
な
原
因
だ
と
言
わ
れ
、
事
責
そ
の
逼
り
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、
な
ぜ
大
明
賓
紗
に
限
っ
て
不
換
紙
幣
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
明
確
な
解
答
は
な
さ
れ
て
い
な

い
。
逼
設
で
は
、
一
地
方
政
権
か
ら
成
り
上
が
っ
た
明
王
朝
の
財
政
的
基
盤
は
弱
く
、
そ
れ
を
補
う
た
め
に
不
換
紙
幣
を
護
行
し
た
の
だ
ろ
う

同

と
い
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
後
述
す
る
よ
う
に
、
紗
護
行
時
に
は
財
源
不
足
も
ほ
ぼ
解
消
さ
れ
て
い
た
し
、
ま
た
従
来
、
紙
幣
と
免
換
制
度
と
の
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関
係
は
密
接
不
可
分
で
あ
り
、
最
初
か
ら
不
換
紙
幣
に
し
た
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
も
不
自
然
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
閲
し
て
、
少
数
の
先
皐
の
中
に
は
疑
問
を
抱
い
た
人
も
あ
り
、
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
永
江
信
枝
氏
と
呉
晴
氏
の
南
氏
が
存
在
す

刷。

た
だ
し
、
永
江
氏
は
疑
問
を
述
べ
て
問
題
提
起
を
さ
れ
て
は
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
劃
す
る
解
答
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て

お
ら
れ
る
の
か
具
鐙
的
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。

一方、

英
恰
氏
の
解
揮
に
よ
れ
ば
、
大
明
賓
紗
が
初
め
て
護
行
さ
れ
た
と
き
、
嘗
時
の
人
々
は
元
末
の
交
紗
の
こ
と
し
か
念
頭
に
な
く
、
こ

の
交
紗
が
す
で
に
不
換
紙
幣
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
制
度
を
そ
の
ま
ま
員
似
た
の
だ
ろ
う
と
述
べ
て

い
る
。
つ
ま
り
、

元
朝
の
交

紗
が
本
来
は
免
換
紙
幣
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
か

っ
た
た
め
、

る。

最
初
か
ら
不
換
紙
幣
の
大
明
賓
紗
を
護
行
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ

だ
が
、
こ
の
果
恰
氏
の
設
に
劃
し
て
は
反
誼
を
奉
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
元
末

・
明
初
の
人
、
葉
子
奇
に
『
草
木
子
』
と
い
う
著

妙
法
を
立
て
ん
と
欲
す
れ
ば
、

須
ら
く
銭
貨
を
し
て
之
れ
が
本
と
な
し
、
盛
の
引
(
約
束
手
形
〉

あ
り
、
茶
の
引
あ
る
が
如
く
せ
し
む
べ
し
。
引
至
れ
ば
則
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書
が
あ
る
が
、
そ
の
中
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

ち
茶
・
盟
た
ち
ど
こ
ろ
に
得
。
紗
法
を
し
て
此
く
の
如
く
せ
し
む
れ
ば
、
烏
ん
ぞ
行
わ
れ
ざ
る
の
患
い
あ
ら
ん
や
。

巻

雑
制
篇
〉

紗
本
(
免
換
準
備
金
)
を
備
え
ね
ば
な
ら
な
い
旨
が
は
っ
き
り
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
反
誼
を
奉
げ
る
と
す
れ
ば
、
明
朝
建
園
ま
も
な
い
洪
武
三
年
三
三
七
O
〉
に
完
成
し
た
『
元
史
』
の
記
載
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ

「
食
貨
志
」
の
妙
法
の
僚
に
は
、
元
朝
が
最
初
は
紗
木
を
準
備
し
た
上
で
交
紗
を
護
行
し
た
こ
と
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

嘗
時

こ
こ
で
は
妙
を
護
行
す
る
際
に
は

さ
ら
に

う
か
。

の
人
々
が
、
元
末
の
交
紗
の
こ
と
し
か
知
ら
な
か
っ
た
と
す
る
呉
晴
氏
の
解
揮
は
嘗
た
ら
な
い
だ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
次
に
想
像
さ
れ
る
の
は
免
換
準
備
金
と
な
る
も
の
が
、
嘗
時
不
足
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
こ
の

場
合
、
準
備
金
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
銅
銭
で
あ
り
、
銀
で
あ
ろ
う
。
先
の
『
草
木
子
』
の
著
者
の
主
張
し
た
の
は
、
前
者
の
銅
銭
で
あ
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
銅
銭
が
元
末
に
は
銭
荒
(
銭
不
足
)
を
き
た
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
遁
り
で
あ
り
、
大
明
賓
紗
が
護
行
さ



れ
る
ま
で
の
経
緯
を
考
え
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
妙
の
護
行
自
睡
が
銅
銭
の
不
足
に
基
づ
く
も
の
で
、
紗
は
銅
銭
の
代
用
物
と
し
て
利
用
さ
れ

た
か
ら
で
あ
る
。
紗
の
護
行
と
同
時
に
銅
鎮
の
鋳
造
が
停
止
さ
れ
た
こ
と
が
、
何
よ
り
も
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
銅
銭
を
紗

本
と
す
る
に
は
も
と
も
と
無
理
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、
銀
は
.
と
う
で
あ
っ
た
か
。
果
た
し
て
準
備
金
に
す
る
だ
け
の
銀
が
、
園
庫
に
貯
諒
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
入
る
前

に
、
銀
の
歴
史
に
つ
い
て
鍋
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

2 

妙
と
銀
と
の
関
係

銀
が
貨
幣
と
し
て
一
般
に
使
用
さ
れ
だ
し
た
の
は
、
宋
代
以
降
の
商
工
業
の
設
展
に
伴
う
貨
幣
経
済
の
進
展
に
基
づ
く
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
時
期
、
一
隅
建
で
の
銀
坑
の
開
設
に
よ
っ
て
、
銀
の
産
出
額
は
激
増
し
、
嘗
時
の
需
要
は
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
た
と
い

合
り判

。
銀
使
用
の
風
潮
は
、

つ
づ
く
金
朝
治
下
の
華
北
に
も
引
き
継
が
れ
、
特
に
そ
の
末
期
に
も
な
る
と
債
値
の
暴
落
し
た
紙
幣
や
、
歓
乏
を
告

伺

げ
る
銅
銭
に
代
わ
っ
て
、
民
間
で
は
紙
と
と
も
に
銀
が
最
も
交
易
に
利
用
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
同
じ
く
嘗
時
の
南
宋
治
下
の
江
南

(
以
下
、
江
南
と
い
う
場
合
に
は
度
義
の
青
山
味
に
解
律
す
る
)
で
も
、
北
宋
代
以
上
の
貨
幣
鰹
済
の
進
展
を
見
、
銀
の
流
通
量
は
以
前
に
も
ま
し
て
増

A
w
w
y
 

ム
H
V

加
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
華
北
・
江
南
の
全
中
園
を
奉
げ
て
、
銀
経
済
の
波
に
ま
き
込
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
の
が
嘗
時
の
中
園
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だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
の
雨
朝
を
滅
ぼ
し
て
中
園
を
統
一
し
た
元
朝
の
初
期
に
は
、
銀
に
よ
る
交
易
は
か
な
り
一
般
的
な
こ
と
で
、
官
界

・
民
聞
を
問

A
リ

'M
明
、

わ
ず
銀
が
使
用
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。

華
北
で
賞
施
さ
れ
た
「
包
銀
制
」
と
い
う
銀
納
の
差
護
(
税
自
の
一

種
)
も
、

景
な
く
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
中
統
紗
の
妙
本
に
銀
を
準
備
し
て
護
行
で
き
た
の
も
、
嘗
時
の
銀
流
通
と
無
縁
で
は
な
い
。
そ
の
後
、

不
換
紙
幣
化
し
た
変
紗
を
流
通
さ
せ
る
た
め
に
、
幾
度
か
金
銀
に
よ
る
交
易
が
禁
止
さ
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
太
組
成
吉
思
汗
以
来
の
全
期
聞
を

、n
H，

ん
叫
い

通
じ
て
、
ほ
ぼ
三
分
の
こ
に
嘗
た
る
時
期
は
使
用
が
許
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
開
飛
躍
的
に
銀
経
済
は
進
展
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
銀
流
通
の
背
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と
こ
ろ
が
そ
の
一
方
で
、
元
代
は
中
圏
内
地
か
ら
急
速
な
勢
い
で
銀
が
流
出
し
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。

る
モ
ン
ゴ
ル
諸
王
や
諸
侯
(
投
下
領
主
)
に
劃
す
る
賜
興
に
、

莫
大
な
銀
が
使
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

一
つ
は
、
元
朝
特
有
の
慣
習
で
も
あ

元
朝
初
年
を
み
て
も
、

多
い
時
に
は
二

至
元
二
十
六
年
)
の
銀
が
定
例
の
賜
輿
と
し
て
支
給
さ
れ
て
お
り
、
元
朝
の
毎
年
の
歳
入
銀
が
大
陸

十
五
蔦
二
千
六
百
除
雨
(
『
元
史
』
世
宗
紀同

六
高
雨
前
後
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
数
倍
も
の
膨
大
な
額
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
臨
時
の
賜
輿
も
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、

そ
の
額

は
さ
ら
に
膨
張
し
た
に
違
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
賜
輿
は
、
交
紗
制
度
が
軌
道
に
乗
り
出
す
と、

次
第
に
交
紗
に
切
り
換
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ

4
9
マ

た
よ
う
だ
が
、
交
紗
流
通
の
少
な
い
漠
北
の
モ
ン
ゴ
ル
木
地
に
は
、
相
饗
わ
ら
ず
現
銀
の
賜
興
が
顕
著
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
り

そ
の
意
味

で
莫
大
な
量
の
銀
が
、
元
朝
一
代
を
逼
じ
て
漢
土
か
ら
モ

ン
ゴ
ル
本
地
に
向
か

っ
て
流
れ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

銀
流
出
の
い
ま
一
つ
の
要
因
は
、
斡
脱
商
人
の
活
躍
で
あ
る
。
彼
ら
西
域
系
の
商
人
が
、

モ
ン
ゴ
ル
貴
族
か
ら
銀
を
借
り
て
中
園
で
高
利
貸

一
般
民
衆
が
苦
し
ん
だ
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。
斡
脱
商
人
ら
は
中
園
の

ふ
訓
年

銀
を
積
極
的
に
西
方
に
運
び
出
し
た
た
め
、
中
園
銀
の
絶
劉
量
が
減
少
し
た
。
嘗
時
銀
不
足
に
悩
む
イ
ス
ラ
ム
圏
も
、
こ
れ
ら
の
中
園
銀
の
流

そ
の
利
率
が
膨
大
で
あ
っ
た
た
め
、
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等
の
営
利
事
業
を
行
い

入
に
よ

っ
て
不
足
が
解
消
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
事
買
を一
一
美
附
け
る
か
の
よ
う
に
、
中
園
で
の
銀
の
債
格
が
時
代
と
と
も

に
上
昇
し
て
い
る
と
も
い
わ
れ
る
。
元
朝
に
あ
っ
て
は
、

一
旦
中
央
に
吸
牧
さ
れ
た
銀
も
、

北
方
と
西
方
の
二
方
向
に
流
出
し
、

中
園
圏
内
の

銀
の
減
少
を
き
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。

前
記
二
方
向
以
外
に
も
、
中
園
圏
内
で
の
銀
の
流
れ
が
あ
っ
た
。
斡
脱
商
人
と
は
別
に
、
中
園
に
は
中
園
の
商
人
が
お
り
、

西
方
商
人
と
封

比
で
き
る
程
の
存
在
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

土
俗
の
元
の
都
の
大
都
〈
北
京
)
の
こ
と
を
述
べ
た
文
に
、

A
司
，

ん
凶
い

順
な
れ
ば
、
則
ち
南
商
の
薮
と
な
り
、
卒
な
れ
ば
、
則
ち
西
買
の
仮
と
な
り
、
云
々

『
宛
署
雑
記
』
巻
一
七

民
風
一

と
あ
る
。
西
買
が
西
方
系
商
人
を
指
す
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
し

て

こ

こ

で
は
前
者
の
「
南
商
」
と
い
う
の
が
重
要
で
あ
る
。
南
商
と

は
江
南
地
方
を
中
心
と
し
た
南
方
の
商
人
の
意
で
あ
る
が
、

彼
ら
が
西
買
と
並
ぶ
程
の
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
記
事
か
ら
窺
え
る
。

彼

ら
南
方
商
人
は
、
南
宋
以
来
飛
躍
的
に
設
展
し
た
江
南
の
経
済
力
を
バ

ッ
ク
に
、
嘗
地
に
産
す
る
物
貨
、
い
わ
ゆ
る

「
南
貨」

を
大
都
を
始
め



A
N
Wす

ん
凶
u
v

と
す
る
北
方
諸
都
市
に
運
び
、
必
需
品
の
供
給
を
行
う
。
そ
の
見
返
り
と
し
て
支
携
わ
れ
た
の
が
、
紙
幣
を
別
と
し
て
、
嘗
時
民
間
で
最
も
信

頼
の
あ
る
銀
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
ま
ず
間
違
い
な
い
。

特
に
元
中
期
を
過
ぎ
、
紙
幣
の
債
値
下
落
が
進
む
と
、
銀
の
獲
得
は
さ
ら
に
積
極
的
に
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

元
末
漸
江
義
烏
の
人
、
王
躍

の
見
聞
し
た
朕
況
に
、

か
つ
今
公
私
の
貿
易
、
銅
銭
の
若
き
は
重
く
し
て
遠
く
へ
致
す
可
か
ら
ず
、
率
ね
み
な
二
金
(
金
と
銀
〉
を
挟
用
す
。
(『自昌明
経
世
文
編
』
品
位
四
所
載
「
泉

貨
議
」
)

と
あ
る
の
も
、
銅
銭
云
々
よ
り
も
む
し
ろ
金
銀
を
使
用
し
て
い
た
と
い
う
方
に
重
黙
を
置
い
て
謹
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
王
鵡
が
南
方
の
人

で
あ
り
、
そ
の
地
を
基
準
に
こ
の
文
を
書
い
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
朕
況
が
江
南
地
方
に
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
し
め
る
。

南

商
は
南
の
物
貨
を
北
に
運
び
、

北
の
銀
を
南
に
集
中
さ
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

品
川
リ

ん
性
、

か
、
江
南
に
向
か
っ
て
も
大
量
に
流
入
し
て
い
た
と
推
測
す
る
。

元
代
で
の
西
・
北
方
へ
の
銀
の
流
出
ば
か
り
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こ
う
し
て
南
方
に
流
入
し
て
き
た
銀
は
、
車
に
商
人
に
よ

っ
て
南
北
を
移
動
す
る
だ
け
で
な
く
、
イ
ン
フ
レ

ー
シ
ョ
ン
の
激
化
し
た
元
末
の

混
観
時
に
は
、
銅
銭
と
と
も
に
民
聞
で
の
退
蔵
が
進
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
銅
鎮
の
退
臓
は
す
で
に
至
大
年
開
(
二
二
O
八
|
一
一
)
か
ら
問

品
開
ヲ

ム
M
F

題
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
時
期
は
一
時
的
に
銅
銭
使
用
の
解
禁
が
な
さ
れ
た
と
き
で
も
あ
る
が
、
銅
銭
で
す
ら
こ
の
よ
う
な
朕
況
で
あ
っ
た
の

だ
か
ら
、
銀
が
そ
れ
以
上
に
重
賓
が
ら
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
史
料
を
以
て
誼
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
恐
ら
く
元
末
に

近
づ
く
に
つ
れ
て
そ
の
傾
向
は
顕
著
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
た
だ
そ
の
場
合
、
元
末
の
欽
況
と
し
て
一
般
民
衆
は
貨
幣
経
済
か
ら
自
然
経
済

に
逆
戻
り
し
て
お
り
、

せ
い
ぜ
い
使
用
し
て
も
銅
銭
ま
で
で
あ
っ
た
か
ら
、
銀
の
よ
う
な
高
額
貨
幣
の
退
識
が
行
え
た
の
は
、
商
人
を
除
い
て

は
、
嘗
時
「
大
戸
」
と
か
「
富
民
」
、
「
富
室
」
と
呼
ば
れ
た
大
地
主
以
外
に
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
商
人
で
あ
る
と
同
時
に
大

539 

地
主
で
あ
る
者
も
お
り
、
両
者
は
明
確
に
匡
別
で
き
な
い
存
在
で
は
あ
る
。
た
だ
、
商
人
、
富
民
も
含
め
て
富
裕
な
階
層
の
多
く
存
在
し
た
の

は
江
南
地
方
で
あ
り
、
そ
こ
に
集
中
的
に
銀
の
蓄
積
が
な
さ
れ
た
の
が
、
元
中
期
か
ら
元
末
に
か
け
て
の
時
期
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
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例
え
ば
朱
元
議
が
南
京
に
根
接
地
を
定
め
て
以
後
、
漸
東
地
方
に
進
出
し
た
時
の
こ
と
と
し
て

(
至
正
二
十
年
前
後
可

『
園
初
事
蹟
』

以

下
の
記
事
が
あ
る
。

な
ん
じ

太
組
、
胡
深
に
謂
い
て
日
く
。
爾
彪
州
に
回
え
り
て
沓
部
腐
を
収
集
せ
よ
。
爾
に
五
府
参
軍
を
授
け
ん
。
就
使
に
管
領
し
、
庭
減
を
守
禦
せ
よ
、
と
。
深
、

軍
備
足
ら
ざ
る
と
潟
し
、
麗
水
等
七
鯨
内
の
大
戸
よ
り
、
銀
雨
を
徴
科
し
て
軍
に
給
す
。

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
こ
の
朕
況
は
、
朱
元
路
支
配
下
(
も
ち
ろ
ん
江
南
〉

の
官
鹿
で
の
銀
の
偏
愛
、
賄
賂、

こ
れ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
嘗
時
大
戸
と
呼
ば
れ
た
大
地
主
か
ら
銀
の
徴
牧
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
彼
ら
の
聞
に
銀
の
蓄
積
が
な

A

可
'
M
n、

さ
ら
に
は
恩
賞
等
、

種
々
の
面
で
銀
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
併
せ
考
え
る
と
、
元
末
の
江
南
で
の
主
要
通
貨
は
ほ
と
ん
ど
銀
一
色
で
あ
っ
た
感
す
ら
す
る
の

で
あ
る
。

確
か
に
、
こ
れ
ら
の
欽
況
が
江
南
特
有
の
現
象
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
即
断
を
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
嘗
時
の
華
北
を
江
南
と
比

較
し
た
場
合
、
元
末
の
反
範
の
最
も
大
き
な
打
撃
を
被
っ
た
の
は
他
な
ら
ぬ
華
北
で
あ
り
、
城
市
・
郷
村
は
荒
蹟
し
、

帥

要
し
た
こ
と
は
多
く
の
史
料
が
物
語
っ
て
い
る
。

た

そ
の
回
復
に
長
年
月
を

- 78ー

自
然
経
済
に
逆
行
し
た
と
い
う
の
も
、

恐
ら
く
華
北
に
額
著
な
朕
況
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ま

そ
の
後
進
性
と
生
産
力
の
低
さ
故
に
地
主
制
の
展
開
も
進
ん
で
お
ら

経
済
先
進
地
の
江
南
に
比
べ
て
葦
北
に
は
大
き
な
産
業
も
な
く
、

が

P

ず
、
江
南
ほ
ど
の
富
裕
階
級
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
銀
の
退
識
に
も
自
ら
限
度
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
南
商
に
よ
る
江
南
へ

の
銀
搬
入
を
も
加
味
す
る
と
、
華
北
と
江
南
と
の
銀
の
絶
封
量
、
並
び
に
流
通
猷
況
の
差
異
は
十
分
に
珠
想
さ
れ
る
。

そ
れ
は
そ
の
後
の
賦
況
か
ら
も
類
推
で
き
る
だ
ろ
う
。
明
の
中
期
も
過
ぎ
、
い
わ
ゆ
る
銀
経
済
の
中
に
ま
き
、込
ま
れ
た
寓
暦
期
の
中
園
に
あ

っ
て
、

今
海
内
の
行
銭
、
た
だ
北
地
の
一
隔
の
み
。
大
江
(
揚
子
江
)
よ
り
以
南
、
強
中
十
銀
を
用
う
。

(
『
春
明
夢
徐
録
』
各
四
七

費
源
局
〉

と
か
、

さ
ら
に
時
代
を
下
っ
た
清
朝
初
期
に
も
、

か
つ
他
省
は
交
易
す
る
に
、
多
く
銀
を
以
て
す
。
而
し
て
北
人
は
鈍
拙
を
習
い
と
し
、
交
易
す
る
に
銭
を
以
て
す
。
南
人
は
数
分
と
雌
も
な
お
銀
を
用
う
。



北
大
は
五
十
百
金
と
雄
も
な
お
銭
を
用
う
。

〈
『
自
主
靭
経
世
文
編
』
巻
五
三

銭
幣
下

葛
組
亮
「
銭
法
議
」
〉

と
あ
る
よ
う
に
、
俸
統
的
に
南
方
で
は
銀
の
使
用
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
朕
況
が
宋
代
以
降
の
特
徴
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
先

の
金
末
・
元
初
の
華
北
で
の
銀
流
通
と
考
え
合
わ
せ
、
改
め
て
検
討
を
加
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
た
だ
し
少
な
く
と
も
元
末
・
明
初
の
時

期
に
は
、
そ
れ
が
最
も
頼
著
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
銀
使
用
の
禁
令
が
出
さ
れ
て
い
る
明
初
に
、

時
に
杭
州
諸
郡
の
商
賀
、
貨
物
の
貴
賎
を
論
ぜ
ず
、
一
に
金
銀
を
以
て
債
を
定
む
。
ハ
『
太
組
貫
録
』
洪
武
三
十
年
三
月
甲
子
)

と
あ
る
の
は
、
そ
の
事
買
を
傍
誼
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
本
題
の
大
明
賓
診
の
話
に
戻
る
。
大
明
賓
紗
を
何
故
不
換
紙
幣
に
し
た
の
か
と
い
う
覗
貼
か
ら
、
党
換
準
備
金
の
銀
の
問
題
に
目

を
向
け
て
論
を
準
め
て
き
た
。
嘗
時
江
南
を
中
心
に
銀
が
一
般
に
流
通
し
て
い
た
が
、
そ
の
銀
を
先
換
準
備
金
と
す
る
に
は
、
闘
家
が
そ
れ
を

所
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
か
か
る
。
つ
ま
り
明
王
朝
自
身
の
、
銀
の
蓄
積
が
前
提
と
な
る
。
た
だ
し
残
念
な
が
ら
、
こ
の
黙
を
史
料
で
誼
明

す
る
こ
と
は
現
在
不
可
能
で
あ
る
。
園
庫
に
備
蓄
し
た
銀
の
量
を
示
す
史
料
は
な
く
、

ま
た
毎
年
ど
れ
位
の
銀
牧
入
が
あ
っ
た
の
か
も
不
明
で

- 79ー

あ
る
。た

だ
、
そ
れ
が
決
し
て
少
な
い
量
で
は
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
は
類
推
で
き
よ
う
。
例
え
ば
、
王
朝
成
立
以
前
の
朱
元
環
集
固
と
呼
ば
れ
た
時

期
か
ら
、
積
極
的
に
銀
を
徴
牧
し
て
軍
費
に
充
て
て
い
た
こ
と
は
、
先
掲
の
史
料
か
ら
も
窺
え
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
恐
ら
く
慶
範
園
に
行
わ

れ
た
に
違
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
朱
集
圏
が
、
こ
れ
ら
押
牧
銀
だ
け
に
財
政
的
基
盤
を
置
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
す
で
に
至
正
二
十

一
年
に

A
万
句

'kν 

瞳
法
と
茶
法
を
制
定
し
、
同
二
十
四
年
に
は
商
税
も
設
け
て
い
る
こ
と
は
、
王
朝
成
立
以
前
か
ら
安
定
し
た
財
政
の
確
立
を
目
指
し
て
い
た
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
銀
は
こ
れ
ら
と
は
別
に
、
そ
の
都
度
随
時
に
富
民
な
ど
か
ら
徴
牧
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
銀
牧
入
を
飛
躍
的
に
増
大
さ
せ
た
の
が
、
恐
ら
く
王
朝
成
立
の
前
年
、
つ
ま
り
呉
元
年
(
一
三
六
七
〉
の
こ
と
で
は
な
か

っ
た
か
と
推

察
す
る
。
こ
の
年
朱
元
環
は
、
最
後
ま
で
覇
を
争
っ
た
張
士
誠
を
蘇
州
に
破
り
そ
の
地
を
併
合
す
る
が
、
こ
こ
は
嘗
時
の
中
園
で
も
有
数
の
富

帥

民
が
居
住
す
る
地
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
嘗
地
が
江
南
の
中
で
の
最
先
進
地
で
あ
る
こ
と
と
相
侯
っ
て
、
張
土
誠
政
権
の
自
由
放
任
的
な
性
格
が

541 



542 

同

外
郡
の
富
民
を
も
こ
こ
に
集
中
さ
せ
た
の
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
張
土
誠
が
最
後
ま
で
朱
元
慾
に
封
抗
で
き
た
の
も
、
彼
ら
富
民
の
バ
ッ
ク
ア

ツ
プ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
、
朱
元
埠
は
張
士
誠
を
滅
ぼ
し
た
後
、
張
に
協
力
し
て
い
た
富
民
達
に
徹
底
し
た
弾
匪
を
加
え
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る。

富
民
を
朱
元
惑
の
故
郷
で
あ
る
鳳
陽
に
強
制
移
住
さ
せ
て
、
そ
の
地
の
充
買
を
圃
る
と
同
時
に、
富
民
の
勢
力
の
弱
鐙
化
を
狙
っ
た
こ
と
な
ど
、

同
州

そ
の
例
で
あ
る
。

恐
ら
く
こ
の
時
に
、

相
嘗
量
の
財
産
の
浸
牧
も
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
中
に
は

押
牧
銀
も
含
ま
れ
て
い
た
筈
で
あ

る
そ
の
銀
の
量
を
一
示
す
史
料
は
な
い
が

あ

る

記

述

が

残

っ

て

い

る

。

人

事
部
二

沈
富
、
字
は
仲
策
、
行
は
三
な
り
。
故
に
奥
人
沈
高
三
と
呼
ぶ
。
乃
ち
元
末
江
南
第
一

の
富
家
な
り
。
富
卒
し
、
二
子
茂
・
旺
、
我
が
太
租
金
陵
(
南
京
)

『
劉
氏
鴻
書
』

巻
四
十

一
例
と
し
て
、
張
士
誠
政
権
下
の
蘇
州
で
江
南
第

一
の
富
豪
と
言
わ
れ
た
、
沈
高
三
に
闘
す
る
興
味

沈
高
三
に
、

十
官
岡
田

と
あ
る
よ
う
に
、
銀
だ
け
を
み
て
も
毎
年
千
錠
、

ば
、
元
朝
の
歳
入
銀
と
ほ
と
ん
ど
か
わ
ら
ぬ
莫
大
な
額
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
沈
寓
三
と
い
う
人
物
は
、
現
在
で
も
巷
聞
に
流
布
す
る
ほ
ど
の
惇

説
的
な
富
豪
で
あ
る
た
め
、
数
字
に
は
尾
ひ
れ
が
つ
い
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
た
と
え
こ
の
記
事
が
誇
張
だ
と
し
て
も
、
似
た
よ
う

つ
ま
り
五
蔦
商
ず
つ
中
央
に
差
し
出
す
よ
う
義
務
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
五
古
尚
南
と
い
え
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に
定
鼎
す
る
や
、
廷
に
召
し
て
ま
み
え
、
其
れ
を
し
て
歳
ご
と
に
白
金
千
錠

・
黄
金
百
勧
・
甲
馬
・銭
殺
を
献
ぜ
し
む
。

な
紋
況
が
嘗
時
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
沈
高
三
ほ
ど
で
な
く
と
も
、

多
く
の
富
民
が
籍
注
さ
れ
た
し
、

そ
れ
に
伴
っ
て
莫

大
な
銀
が
園
庫
に
混
牧
さ
れ
た
こ
と
は
、
間
違
い
な
か
ろ
う
。
銀
納
規
定
も
な
い
建
圏
直
後
の
洪
武
三
年
に
、
北
方
の
軍
士
に
恩
賞
と
し
て
七

帥

高
南
近
い
銀
を
興
え
て
い
る
こ
と
を
み
て
も
、
こ
の
時
期
に
相
首
量
の
銀
の
混
牧
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

明
王
朝
が
免
換
準
備
金
に
足
る
銀
を
保
有
し
て
い
た
と
断
定
し
て
は
無
謀
だ
が
、
逆
に
銀
の
不
足
ゆ
え
に
準
備
金
を
用
意
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
、
と
す
る
に
も
た
め
ら
い
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
特
に
大
明
賓
秒
の
護
行
さ
れ
た
洪
武
八
年
前
後
は
、
元
末
の
混
靴
も
癒
え
て
経
済

制

的
回
復
の
な
さ
れ
た
時
期
に
嘗
た
り
、
翌
九
年
に
は
全
園
に
向
か
っ
て
菟
税
を
質
施
し
た
ほ
ど
で
あ

っ
た
。
財
政
的
に
窮
乏
を
告
げ
、
そ
れ
を



補
う
た
め
に
不
換
紙
幣
を
護
行
し
た
の
で
な
い
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
か
ら
も
推
量
で
き
る
。
従
っ
て
、
王
朝
側
が
免
換
紙
幣
護
行
の
意
園
を
持

っ
て
い
る
な
ら
ば
、
保
有
準
備
銀
に
見
合
う
紗
を
ま
ず
護
行
で
き
た
答
で
あ
る
。
そ
れ
を
矯
さ
.
す
最
初
か
ら
不
換
紙
幣
を
護
行
し
た
の
は
、
何

帥
明

ら
か
の
政
策
的
意
圃
が
あ
っ
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
一

睡
何
だ
っ
た
の
か
。
解
明
に
は
、
明
王
朝
の
成
立
朕
況
、
並
び
に
そ
の
性
格
を

併
せ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3 

明
朝
の
通
貨
政
策

倒

王
朝
成
立
期
の
股
況
に
つ
い
て
は
、
以
前
に
小
論
を
護
表
し
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
詳
細
な
説
明
は
省
き
た
い
。
念
の
た
め
梗
概
を
述
べ

れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

明
王
朝
は
江
南
の
地
主
層
の
協
力
で
成
立
し
て
お
り
、
初
期
の
段
階
で
は
南
京
に
都
を
置
い
て
彼
ら
江
南
地
主
層
の
利
盆
を
代
癖
す
る
、
い

わ
ゆ
る
「
南
人
政
権
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
版
固
で
い
え
ば
明
王
朝
は
華
北
も
含
ん
だ
統
一
王
朝
で
あ
り
、
成
立
嘗
初
の
ま
ま
で
は

政
治
・
経
済
・
文
化
等
が
南
に
集
中
し
て
い
る
た
め
、
南
だ
け
で
完
結
し
た
園
家
に
な
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
王
朝
側
と
し
て
は
南

に
偏
在
す
る
性
格
を
股
却
し
、
員
の
統
一
王
朝
を
目
指
す
こ
と
に
な
る
。
具
盤
的
な
施
策
が
、
自
身
の
基
盤
と
し
て
い
た
江
南
地
主
層
に
劃
す

る
弾
摩
で
あ
り
、
洪
武
朝
の
一
連
の
疑
獄
事
件
は
、
そ
の
延
長
線
上
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
こ
の
問
、
宰
相
の
慶
止
な
ど
、
皇
帝
権
も
比
類
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な
い
ほ
ど
に
強
化
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
永
繁
十
九
年
(
一
四
二

O
)
の
北
京
遷
都
の
断
行
と
と
も
に
、
江
南
地
主
屠
の
製
肘
か
ら
脱
却
し
て
、

制
と
し
て
の
統
一
王
朝
が
完
成
す
る
。

つ
ま
り
、
政
治
鐙
制
面
で
の
中
央
集
権
化
を
最
終
的
に
確
立
し
た
の
が
、

北
か
ら
南
を
支
配
す
る
盤

、氷
笑
の
北
京
遷
都
で
あ
っ

?こ
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こ
の
よ
う
な
政
治
面
で
の
中
央
集
権
化
に
並
行
し
て
、
経
済
面
、
特
に
そ
の
根
木
と
な
る
遁
貨
制
度
の
面
で
の
中
央
集
権
化
に
利
用
さ
れ
た

の
が
、
大
明
賓
紗
で
は
な
か
っ
た
か
と
私
は
考
え
る
。
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例
え
ば
、
大
明
賓
紗
が
初
め
て
護
行
さ
れ
た
の
は
洪
武
八
年
だ
が
、
こ
れ
は
明
朝
の
南
に
劃
す
る
最
初
の
弾
匪
策
で
あ
る
「
空
印
の
案」

の

起
こ
る
前
年
に
や
固
た
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
時
期
に
は
、
明
朝
政
権
は
す
で
に
統
一

王
朝
へ
の
階
梯
と
し
て
の
南
北
問
題
を
意
識
し
て
お
り、

先
立
つ
洪
武
四
年
に
も
、
「
南
北
更
調
の
制
」
と
い
う
新
制
度
を
施
行
し
て
い
る
。
こ
れ
は
南
人
を
北
方
に
、
北
人
を
南
方
に
そ
れ
ぞ
れ
任
用

し
て
在
地
と
の
結
び
つ
き
を
断
ち
、
勢
力
の
分
断
を
園
る
措
置
で
あ
っ
た
。

建
前
と
し
て
は
南
人

・
北
人
雨
者
の
本
貫
回
避
を
掲
げ
て
い
る

が、

買
は
南
人
を
南
か
ら
引
き
離
す
こ
と
に
狙
い
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
も
あ
れ
こ
う
し
た
措
置
も
含
め
て、

大
明
賓
紗
の
護
行
さ

れ
た
洪
武
八
年
は
、
初
期
明
王
朝
に
お
け
る
南
北
問
題
が
、
政
治
の
前
面
に
現
れ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
、

明
王
朝
が
銅
銭
不
足
を
補
う
た
め
に
新
た
に
紗
を
護
行
す
る
に
際
し
、

最
初
か
ら
銀
を
準
備
金
と
せ
ず
に
不
換
紙
幣
と
し
た
の

は
、
銀
が
主
に
江
南
を
中
心
に
流
通
し
て
い
た
と
い
う
事
情
に
よ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
銀
は
そ
れ
自
鐙
債
値
を
持
っ
て
い
る
た
め
、
人
魚

的
な
操
作
を
加
え
な
く
と
も
自
然
と
流
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
明
王
朝
に
と
っ
て
江
南
の
経
済
界
は
、
政
権
の
存
在
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、

一
つ
の
自
己
完
結
穫
と
し
て
の
銀
経
済
を
、
循
環
機
能
さ
せ
る
危
険
性
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
わ
け
で
あ
る
。
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こ
の
朕
況
は
、
北
と
南
を
一
元
的
に
支
配
し
よ
う
と
す
る
明
朝
政
権
に
と
っ
て
、
大
き
な
障
害
物
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
統

一
王
朝
的
見

地
か
ら
す
れ
ば
、
同
一
の
遁
貨
を
全
園
的
に
流
通
さ
せ
て
こ
そ
、
遁
貨
制
度
の
面
で
の
中
央
集
権
化
は
達
成
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
明
王
朝
と

さ
ら
に
は
民
聞
の
銀
を
吸
牧
し
て
江
南
で
の
銀
流
通
を
抑
制
す
る
一
方
、
園
家
の

し
て
は
江
南
に
盛
ん
な
金
銀
に
よ
る
交
易
を
ま
ず
禁
止
し
、

保
護
だ
け
で
債
値
を
持
た
せ
た
大
明
賓
妙
を
護
行
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
南
に
劃
す
る
経
済
統
制
を
園
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

「
蓋
し
園
家

は
費
紗
を
以
て
天
下
の
利
権
を
綿
ベ
ん
と
欲
す
」
(『古
今
治
卒
略
』
巻
九

銭
幣
篇
)
と
は

ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
民
間
主
導
型
」
の
銀
を
抑
え
て
「
園
家
主
導
型
」
の
紗
を
護
行
し
、

し
か
も
そ
の
紗
は
銀
の
流
通
を
抑
制
す
る
た
め
に
不
換
紙
幣
に
し、

強
力
な
園
家
権
力
を
バ
ッ
ク
に
流
通
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
が
「
大
明
賓
紗
」
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
明
の
紗
は
金
と
か
元
の

交
妙
と
は
、
幾
分
趣
き
を
異
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。



紗
流
通
政
策
の
破
綻
と
銀

大
明
賓
紗
護
行
ま
で
の
経
緯
と
そ
の
特
異
性
に
つ
い
て
は
、
お
お
よ
そ
以
上
の
逼
り
で
あ
る
。
次
に
こ
う
し
て
褒
行
さ
れ
た
紗
が
、
以
後
ど

の
よ
う
な
襲
蓮
を
辿
っ
て
い
っ
た
か
を
眺
め
て
み
た
い
。

洪
武
の
末
か
ら
永
祭
の
初
め
に
か
け
て
、
紗
の
債
値
が
暴
落
し
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
績
く
洪
照
・
宜
徳
朝
に
至
っ
て
さ
ら

制

に
拍
車
が
か
か
る
。
米
と
の
比
債
を
み
る
な
ら
ば
、
園
初
の
四
十
分
の
一
か
ら
七
十
分
の
一
に
ま
で
落
ち
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
急
激
な
債
値
下
落
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
妙
の
信
用
が
な
か
っ
た
こ
と
、

つ
ま
り
不
換
紙
幣
で
あ
っ
た
黙
に
そ
の
原
因
が
求
め
ら
れ
る
。
す

で
に
永
築
の
頃
か
ら
『
貫
鋒
』
の
中
に
、

し
ば
し
ば
「
妙
法
不
通
」
と
い
う
語
句
が
現
れ
る
が
、
嘗
時
の
人
々
に
と
っ
て
祉
曾
的
問
題
と
な
っ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、

他
の
史
料
か
ら
類
推
し
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「
妙
法
不
通
」
の
地
域
を
『
貫
録
』
で
は
明
記
し
て
い
な
い
た
め
比
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

b
p
 

て
、
江
南
地
方
が
特
に
顕
著
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
江
南
で
の
銀
経
済
の
一
層
の
進
展
を
意
味
す
る
わ
け
で
、
永
繁
の
噴
か
ら

目
立
っ
て
頻
設
す
る
金
銀
使
用
の
禁
令
も
、
特
に
江
南
地
方
と
い
う
断
り
は
な
い
が
、
恐
ら
く
は
嘗
地
を
主
な
封
象
と
し
て
出
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
推
測
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
朕
況
下
で
洪
照
・
宣
徳
朝
の
紗
流
通
政
策
が
開
始
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
時
期
の
政
策
が
明
代
史
上
ど
の
よ
う
な
意
味
を

持
っ
て
い
た
の
か
、
最
後
に
そ
の
黙
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

永
繁
の
北
京
遷
都
が
明
朝
政
権
の
最
終
的
確
立
を
意
味
す
る
こ
と
は
、
大
方
に
も
異
論
は
な
か
ろ
う
。
綴
く
洪
照

・
宣
徳
朝
は
、
永
繁
朝
に

お
い
て
完
成
し
た
韓
制
を
背
景
に
、
明
朝
の
最
も
安
定
し
た
時
期
を
現
出
し
た
と
も
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
安
定
期
と
さ
れ
る
洪
照
・
宣
徳
朝
だ
が
、
明
朝
支
配
に
早
く
も
あ
る
程
度
の
弛
緩
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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例
え
ば
森
正
夫
氏
に
よ
る
と
、
園
家
が
農
民
を
直
接
支
配
す
る
と
い
う
園
初
以
来
の
障
制
が
、
長
江
下
流
域
の
太
湖
周
溢
地
帯
で
は
半
壊
献
態
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A
4，
 

b
m
v
 

に
な
っ
た
た
め
、
園
家
権
力
の
介
入
に
よ
っ
て
農
民
支
配
の
再
編
成
が
行
わ
れ
た
の
が
こ
の
時
期
だ
と
さ
れ
る
。

宣
徳
朝
が
、
園
初
以
来
の
鐙
制
の
再
強
化
の
園
ら
れ
た
時
期
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
が
、
こ
の
時
期
に
な
さ
れ

た
積
極
的
な
紗
流
通
政
策
に
も
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
即
ち
、
民
間
主
導
型
の
銀
に
劃
す
る
、
園
家
主
導
型
の
紗
に
よ
る
経
済
統
制
の

再
強
化
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
、
外
征
や
北
京
造
営
に
費
さ
れ
た
永
祭
朝
の
放
漫
財
政
の
建
て
直
し
の
意
園
も
あ

伺

っ
た
で
あ
ろ
う
。
従
来
は
そ
の
よ
う
に
解
揮
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
こ
の
時
期
に
見
ら
れ
る
園
家
の
積
極
的
な
姿
勢
は
、
皐
に
そ
れ
だ
け
の
理

由
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
先
の
森
氏
の
指
摘
も
ふ
ま
え
て
、
む
し
ろ
北
京
遷
都
に
よ
っ

て
政
治
世
制
の
確
立
を
見
た
明
朝
政
権
が
、

経
済
面
で

の
統
制
強
化
を
狙
っ
て
展
開
し
た
も
の
だ
、
と
捉
え
た
い
。

で
は
具
瞳
的
に
、
紗
を
流
通
さ
せ
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
施
策
が
な
さ
れ
た
か
。

つ
ま
り
、

そ
こ
で
は
洪
照

一
つ
は
、
民
聞
に
出
回
っ
て
い
る
紗
を
積
極
的
に
回
牧
す
る
と
い
う
、
前
朝
以
来
の
方
針
を
踏
襲
し
た
こ
と
で
あ
る
。
永
祭
朝
で
戸
口
食
盟

洪
田
川
元
年
三
四
二
五
)
に
は
新
た
に
門
機
税

(商
庖
に
封
す
る

一
種
の
営
業
税
)
を
増
税
し
、
そ
れ
を
紗
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法
の
貫
施
さ
れ
た
こ
と
は
述
べ
た
が
、

制

で
徴
牧
す
る
よ
う
決
定
さ
れ
た
。
民
間
の
紗
が
減
少
す
れ
ば
、

読
」
の
立
場
に
立
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
だ
け
紗
の
債
値
が
上
が
り
紗
は
流
通
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
「
通
貨
数
量

も
う
一
つ
は
、
こ
れ
も
ま
た
前
朝
以
来
の
金
銀
交
易
の
禁
を
改
め
て
確
認
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
幾
度
も
の
禁
令
が
出
さ
れ
て
い
る

が
、
貫
放
の
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
今
一
度
禁
令
を
出
し
、
相
劉
的
に
紗
の
流
通
を
促
し
た
と
レ
え
る
。

要
す
る
に
、
洪
隈
朝
の
紗
流
通
策
は
、
明
の
妙
法
の
制
度
的
、
そ
し
て
そ
れ
が
本
質
に
つ
な
が
る
面
、
つ
ま
り
不
換
紙
幣
と
い
う
性
格
に
闘

し
て
は
、
何
ら
改
革
が
な
さ
れ
な
か

っ
た
。
紗
の
回
牧
と
金
銀
使
用
の
禁
の
強
化
と
い
う
、
妙
法
の
外
縁
を
め
ぐ
る
方
針
を
さ
ら
に
徹
底
す
る

形
で
推
準
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
特
に
門
機
税
な
ど
廉
義
の
商
税
を
紗
で
回
牧
す
る
と
い
っ
た
方
向
は
、
舗
網
く
宣
徳
朝
で
一
層
強
化
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

宣
徳
朝
で
の
回
牧
策
が
積
極
的
に
開
始
さ
れ
る
の
は
、

宣
徳
四
年
三
四
二
九
)
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
前
年
、

つ
ま
り
宣
徳
三
年
に
は
紗
の
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製
造
が
停
止
さ
れ
て
い
初
回
牧
の
数
果
を
さ
ら
に
高
め
よ
う
と
の
措
置
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
手
績
き
を
経
た
上
で
、
種
々
の
面
で

一
費

制

に
回
牧
が
始
ま
る
。
こ
の
時
期
の
紗
流
通
策
の
献
況
、
並
び
に
制
度
的
な
側
面
に
関
し
て
は
、
す
で
に
先
拳
の
詳
し
い
研
究
が
あ
る
の
で
、
こ

こ
で
は
簡
単
に
箇
係
書
き
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

全
園
重
要
三
十
三
都
市
の
門
機
税
を
、
洪
田
川
朝
の
五
倍
に
増
額
す
る
。

場
房
、
庫
房
、
庖
舎
な
ど
の
倉
庫
業
者
に
劃
す
る
謀
妙
。

仁)付回同国

腫
螺
等
の
馬
車
や
牛
車
・
小
車
な
ど
の
運
搬
業
者
に
劃
す
る
課
妙
。

北
京
よ
り
南
京
に
至
る
運
河
の
要
衝
に
紗
闘
を
設
置
し
、
通
行
船
舶
に
射
し
て
課
紗
す
る
。

そ
の
他
、
官
僚
等
の
果
樹
園
や
菜
園
に
劃
す
る
課
紗
。

こ
う
し
た
積
極
的
な
回
牧
策
を
施
し
た
結
果
、
あ
る
程
度
の
流
通
を
促
し
た
こ
と
も
事
賓
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ま
た
『
貫
録
』

に
も
あ
る
逼

制

り、

妙
法
が
通
じ
た
り
不
通
に
な
っ
た
り
饗柿押
し
て
い
る
の
は
、

た
と
え
流
通
し
た
地
域
が
あ
っ
て
も
、

時
間
的
空
間
的
に
は

一
過
性
だ
っ
た

帥

こ
と
を
示
し
、
そ
の
質
は
回
牧
に
よ
っ
て
民
聞
の
紗
が
不
足
し
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
、
偶
渡
的
な
現
象
で
は
な
か
っ

た
か
と
解
さ
れ
る
。

A

ヨ
，

'伝
U
T

む
し
ろ
紗
回
牧
策
が
悪
影
響
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
、
佐
久
間
重
男
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
増
税
政
策
の
結
果
、
牧
税

官
吏
は
紗
を
牧
め
る
こ
と
に
の
み
浪
々
と
し
、
園
家
権
力
を
背
景
に
苛
飲
訣
求
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
私
腹
を
肥
や
し
た
り
し
た
。
そ
の
た
め

納
入
す
べ
き
税
紗
が
な
く
、
妻
子
を
買
っ

て
紗
に
か
え
、
し
か
も
納
税
し
き
れ
ず
に
逃
亡
す
る
者
も
あ
ら
わ
れ
、
あ
る
い
は
庖
舗
を
閉
じ
て
鹿

業
す
る
者
も
出
る
有
様
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
紗
回
牧
は
人
心
の
不
安
を
生
み
、
商
業
の
委
際
沈
滞
、
物
資
交
流
の
遅
滞
な
ど
の
現
象
を
ひ

き
お
こ
す
結
果
じ
な
っ
た
と
い
う
。

- 85ー

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
明
朝
政
権
は
紗
回
牧
策
を
緩
和
す
る
方
向
に
轄
換
す
る
。
宣
徳
七
年
に
は
、
南
北
南
京
を
除
い
て
、
庖
房
な
ど
民
問

、品
川
マzhv

 

倉
庫
業
者
に
射
す
る
課
紗
が
削
減
さ
れ
た
。
績
い
て
英
宗
即
位
の
宣
徳
十
年
に
は
天
下
に
大
赦
の
詔
が
下
さ
れ
、
一
切
の
商
税
、
門
機
税
な
ど

h
uv
 

は
洪
武
の
蓄
額
に
引
き
下
げ
ら
れ
、
回
牧
を
理
由
に
増
税
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
。
ま
た
時
を
同
じ
く
し
て
銅
銭
の
使
用
が
再
開
さ
れ
て
い
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る
が
、

こ
れ
も
妙
法
立
て
直
し
を
半
ば
あ
き
ら
め
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
紗
流
通
の
た
め
の
回
牧
策
は
、

所
期
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
な
く

」
こ
に
錐
折
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

『貫
録
』

を
見
る
限
り
、
宣
徳
三
年
を
最
後
に
金
銀
使
用
の
禁

A
Aw，
 

hv 

令
を
見
い
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
民
間
で
は
、
金
銀
使
用
は
よ
り
一
般
的
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
風
潮
を
端
的
に

示
す
の
が
、
宣
徳
八
年
(
一

四
三
三
)
、
江
南
巡
撫
の
周
伐
に
よ
っ
て
蘇
州
、
松
江
、

銀
江
、
常
州
で
質
施
さ
れ
た
「
金
花
銀
」
で
あ
ろ
う
。
金

で
は

い
ま
一
方
の
政
策
で
あ
っ
た
金
銀
使
用
の
禁
令
は
ど
う
な
っ
た
か
。

花
銀
と
は
、
米
債
の
襲
動
に
よ
る
経
済
的
不
安
定
性
を
解
消
す
る
た
め
、
米
四
石
H

銀
一

両
の
割
合
で
田
賦
の
銀
納
を
許
し
た
も
の
で
、
周
仲
凶

、冷喝，
4h
v
、

が
江
南
の
官
田
地
併
で
行
っ

た
農
民
救
済
策
の

一
環
と
し
て
捉
え
る
べ
き
の
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
農
民
の
便
宜
を
園
る
た
め
に
、

官
回
の
重
税
を
現
物
か
ら
銀
で
代
納
さ
せ
た
こ
と
は
、

そ
れ
だ
け
江
南
が
銀
経
済
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
三
年
後
の
正
統
元
年
(
一
四
三
六
)
、
北
京
の
武
官
の
俸
給
問
題
に
端
を
鼓
し
た
「
折
糧
銀
」
に
も
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
年
、

北
京
武
官
の
銀
要
求
に
折
れ
て
、
彼
ら
の
俸
給
を
銀
で
支
給
す
る
た
め
、
明
朝
は
新
江
、
江
西
、
南
直
隷
(
今
の
安
徽
と
江
蘇〉
、
湖
贋
を
封
象

伺

に
、
田
賦
を
銀
で
徴
牧
す
る
こ
と
を
開
始
す
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
劃
象
地
域
が
や
は
り
江
南
だ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
銀
経
済
が
次
第
に
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銀
納
化
へ
の
動
き
が
、

A
司
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る。 全

図
的
に
浸
透
し
つ
つ
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
江
南
が
そ
の
主
要
地
域
だ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
こ
う
し
た
租
税

や
が
て
急
激
な
勢
い
で
中
園
を
銀
経
済
の
中
に

ま
き
込
ん
で
い
く
こ
と
に
な

園
初
以
来
の
金
銀
使
用
の
禁
を
弛
め

と
こ
ろ
で
、
紗
の
問
題
に
目
を
輯
じ
て
み
る
と
、
以
上
の
よ
う
な
銀
流
通
を
背
景
と
し
て
正
統
元
年
に
は
戸
部
尚
書
の
寅
一隔
が
、
次
の
よ

う
な
注
目
す
べ
き
上
奏
を
行
っ
て
い
る
。

『
英
宗
貫
録
』
正
統
元
年
一
一
一
月
戊
子
の
候
に
、

一
、
資
紗
は
木
よ
り
銅
銭
と
粂
使
す
。
洪
武
の
問
、
銀
一
一
問
は
紗
三
・

五
貫
に
骨固
た
る
。
今
銀
一
一
悶
は
妙
千
絵
貫
に

っ
か

骨
固
た
る
。
紗
法
の
娘
、
こ
れ
よ
り
甚
だ
し
き
は
な
し
。
宜
し
く
官
銀
を
出
だ
し
、

官
を
南
北
二
京
・
各
司
府
州
の
人
煙
模
集
の
慮
に
差
わ
し
、
彼
の
時
直
に

照
ら
し
て
沓
紗
と
倒
換
し
、
年
絡
に
京
に
解
り
、古
田
紗
既
に
少
な
く
な
る
を
倹
ち
て
、
然
る
後
に
新
診
を
量
出
し
、
銀
に
換
え
て
京
に
解
る
ベ
し
。

少
保
品
水
戸
部
向世一
回
英
一
拍
四
事
を
言
う
。



つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
紗
護
行
嘗
時
の
基
本
方
針
で
あ
っ
た
不
換
紙
幣
と
い
う
性
格
が
一
時
的
に
で
は
あ
る
が
破
棄
さ
れ
、
官
銀
を
支

給
し
て
奮
妙
を
回
牧
す
る
と
い
う
銀
使
用
の
禁
令
す
ら
全
く
無
視
す
る
護
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。
責
一
帽
の
提
案
通
り
に
寅
施
さ
れ
た
か
否
か
は

不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
意
見
が
戸
部
向
書
と
い
う
経
済
捨
嘗
の
最
高
の
官
僚
か
ら
出
た
と
い
う
こ
と
は
、
先
の
武
官
の
銀
要
求
と
併
せ

と
あ
る
。

て
、
嘗
時
の
銀
経
済
の
進
展
の
度
合
が
推
察
さ
れ
よ
う
。

要
す
る
に
、
園
初
以
来
積
極
的
に
績
け
ら
れ
、
特
に
北
京
遷
都
後
の
洪
照
・
宣
徳
朝
に
集
約
さ
れ
た
紗
流
逼
策
は
、
南
の
銀
を
抑
え
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
の
ち
何
度
か
紗
法
の
立
て
直
し
が
圃
ら
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
洪
照

・
宣
徳
朝
の
よ
う
な
積

付

極
性
は
見
ら
れ
ず
、
ま
た
嘗
然
の
こ
と
と
し
て
失
敗
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
十
五
世
紀
前
牢
の
洪
照
・

宣
徳
朝
は
、
紗
経
済
確
立
を
目
指

し
な
が
ら
も
そ
れ
に
敗
れ
、
や
む
な
く
銀
経
済
を
追
認
す
る
過
渡
期
、
あ
る
い
は
轄
換
期
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
る
。

歴
代
の
統
一
王
朝
の
中
で
、
明
王
朝
が
初
め
て
南
か
ら
興
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
極
め
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
南、

つ
ま
り
贋
義
の
江
南
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お

わ

り

は
、
南
宋
以
来
先
進
農
業
地
域
と
し
て
の
生
産
力
の
増
大
と
と
も
に
、
大
々
的
に
地
主
制
が
展
開
し、

そ
う
し
た
先
進
性
に
基
づ

い
て
商
工
業

の
隆
盛
を
生
ん
で
い
た
。

明
王
朝
は
こ
う
し
た
江
南
の
経
済
的
瑳
展
を
背
景
に
、
嘗
地
の
地
主
階
級
の
援
助
で
成
立
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
初
期
の
段
階
で
江
南
地
主

層
の
利
盆
代
詩
機
関
と
し
て
の
性
格
を
、
色
濃
く
持
っ
て
い
た
こ
と
も
嘗
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
統
一
王
朝
的
見
地
に
立
つ
支
配
鎧
制
を
志
向

す
る
に
は
、
南
を
抑
え
て
北
を
高
め
る
政
策
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
江
南
地
主
層
を
弾
墜
し、

最
終
的
に
は
彼
ら
の
製
肘
を
脱
却
し
て
北
京

遷
都
を
行
っ
た
の
は
、
北
か
ら
南
を
包
括
支
配
す
る
政
治
睦
制
確
立
の
た
め
で
あ
っ
た
。

一
方
、
同
じ
抑
南
政
策
の
一
環
と
し
て
寅
施
さ
れ
た
の
が
、
南
の
銀
流
通
に
劃
す
る
紗
の
護
行
だ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
民
開
主
導
型
の
銀
に

封
し
、
紗
は
い
わ
ば
圏
家
主
導
型
で
、
し
か
も
銀
の
流
通
を
抑
え
る
た
め
に
、
最
初
か
ら
不
換
紙
幣
と
い
う
大
臆
な
制
度
が
採
用
さ
れ
た
。
し

549 
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か
し
な
が
ら
、
園
家
権
力
の
保
護
だ
け
で
流
通
さ
せ
よ
う
と
し
た
紗
は
、
自
身
に
債
値
を
持
つ
銀
の
流
通
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
年
と
と

も
に
債
値
を
下
落
さ
せ
て
い
く
。
南
方
に
劃
す
る
経
済
統
制
を
目
的
と
し
た
紗
は
、
そ
の
性
格
を
不
換
紙
幣
と
し
た
設
行
嘗
初
か
ら
、
す
で
に

将
来
の
破
綻
を
内
包
し
た
通
貨
で
あ
っ
た
。

と
も
あ
れ
下
落
す
る
紗
債
格
の
立
て
直
し
の
た
め
に
、
種
々

の
面
で
流
通
策
を
質
施
し
た
の
が
、
洪
照

・
宣
徳
朝
で
あ
る
。
永
繁
朝
に
つ
づ

く
、
洪
照

・
宣
徳
朝
で
積
極
的
に
展
開
さ
れ
た
の
は
、

永
繁
朝
で
は
遷
都
に
伴
う
北
京
の
造
営
費
や
モ
ン
ゴ
ル
親
征
な
ど
外
征
に
多
額
の
出
費

を
徐
儀
な
く
さ
れ
、
紗
の
回
牧
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
た
め
だ
ろ
う
。
洪
田
川
・
宣
徳
朝
の
紗
回
牧
策
は
、

永
繁
朝
の
放
漫
財
政
に
劃
す
る
嘗
面

の
財
政
再
建
の
意
味
も
あ
っ
た
。

だ
が
、

最
も
重
要
な
の
は
、
永
繁
の
北
京
遷
都
と
い
う
政
治
面
で
の
中
央
集
権
確
立
の
あ
と
を
受
け
、
経
済
面
、
中
で
も
そ
の
根
本
と
な
る

通
貨
制
度
の
中
央
集
権
化
を
狙
っ
て
展
開
さ
れ
た
の
が
、
こ
の
時
期
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
馳
で
あ
る
。
つ
ま
り、

洪
武

・
永
祭
朝
と
い
う

王
朝
の
成
立
期
を
経
て
、
い
わ
ば
守
成
期
に
入
っ

た
段
階
で
、
前
朝
に
お
い
て
な
し
え
な
か
っ
た
支
配
佳
制
の
完
全
質
現
を
目
論
む
と
い
う
、

隠
れ
た
園
家
意
志
を
誼
み
と
り
た
い
。
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こ
う
し
て
開
始
さ
れ
た
紗
流
通
政
策
で
は
あ
る
が
、
先
述
の
よ
う
に
結
局
は
失
敗
に
終
わ
る
。
そ
し
て
こ
れ
以
後
、
明
王
朝
は
銀
経
済
の
中

に
ま
き
込
ま
れ
て
い
く
。
政
治
的
に
は
北
か
ら
南
を
支
配
す
る
陸
制
を
確
立
し
た
も
の
の
、
こ
と
南
の
経
済
に
射
し
て
は
、

完
全
に
統
制
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
中
園
史
に
流
れ
る
南
北
問
題
の
一
現
象
だ
が
、
こ
れ
は
近
世
以
降
の
歴
史
に
饗
遷
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

十
二
世
紀
初
頭
に
金
が
南
侵
し
て
宋
を
江
南
に
押
し
込
め
て
以
来
、
中
園
は
北
と
南
の
雨
園
に
分
裂
し
た
。
や
が
て
元
が
興
っ
て
金
に
代
わ

る
と
、
南
宋
を
滅
ぼ
し
て
中
圏
全
土
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
こ
の
元
朝
は
、
「
元
朝
の
江
南
支
配
の
脆
弱
性
」
と
も
言
わ
れ
る
よ

同

う
に
、
江
南
を
完
全
に
支
配
下
に
牧
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
華
北
と
江
南
で
は
そ
の
支
配
方
式
も
異
な
り
、
江
南
に
は
南
宋
以
来
の
郷

村
組
織
、
税
制
、
役
法
等
が
そ
の
ま
ま
存
績
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
江
南
の
設
展
段
階
に
射
し
て
、
元
朝
の
政
治
的
・
経
済
的
力
量
が
追
い
つ



い
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

A
W
M
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こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
金
と
南
宋
と
の
封
立
以
来
、
元
朝
を
も
通
じ
て
第
二
次
南
北
朝
な
ど
と
呼
ぶ
向
き
も
あ
針
。

華
北
と
江
南
を
比
較
し

た
場
合
、
近
世
以
降
の
江
南
の
経
済
的
地
位
は
上
昇
し
つ
づ
け
て
い
た
も
の
の
、
政
治
的
舞
蓋
は
や
は
り
華
北
に
あ

っ
た
の
に
封
し
、
南
を
出

自
と
す
る
明
王
朝
に
至
っ
て
、
政
治
と
経
済
が
一
腰
は
江
南
で
一

致
し
た
。
た
だ
し
そ
の
一

致
ゆ
え
に
南
に
偏
っ
た
南
人
政
権
に
な
る
可
能
性

の
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
従
っ
て
永
祭
朝
の
北
京
遷
都
は
、
北
を
も
強
力
に
ま
き
込
ん
だ
統

一
盟
制
を
完
成
し
た
貼
か
ら

み
て
、
第
二
次
南
北
朝
の
終
需
を
も
意
味
し
て
い
る
。

と
も
あ
れ
南
北
統
一
を
果
た
し
た
明
王
朝
も
、
江
南
経
済
の
支
配
の
面
で
は
依
然
と
し
て
脆
弱
性
を
内
包
し
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
れ
を
解

決
す
る
た
め
、
園
家
権
力
を
背
景
に
不
換
紙
幣
の
大
明
賓
紗
を
護
行
し
、
政
経
の
一
元
支
配
を
目
指
し
た
わ
け
だ
が
、
結
局
は
成
功
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
先
準
経
済
地
域
で
も
、
力
に
よ
る
経
済
支
配
が
可
能
と
し
た
過
信
と
錯
魔
と
も
見
て
と
れ
る
。

敷
街
す
れ
ば
、

嘗
時
の
中
園
は
一
つ
の
統
一
睦
と
し
て
の
中
園
で
は
な
く
、

南
北
の
統
合
睦
と
し
て
の

中
園
と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
ろ

- 89-

ぅ
。
政
治
・
経
済
あ
る
い
は
文
化
な
ど
の
面
で
、
南
と
北
を
ど
の
よ
う
に
包
括
統
合
し
て
支
配
す
る
か
が
、
統
一

王
朝
の
支
配
原
理
と
な
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
、
南
北
問
題
を
止
揚
し
た
次
元
で
の
動
か
し
難
い
歴
史
論
理
で
あ
っ
た
。
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註ω
奥
恰
「
記
大
明
賓
紗
」
(『讃
史
劉
記
』
所
枚
三
聯
書
庖
一
九
五
六
)

李
剣
農
『
宋
元
明
経
済
史
稿
』
第
四
章
宋
元
明
之
貨
幣
〈
一
ニ
聯
書
庖

一
九
五
七
)
同
「
明
代
的

一個
官
定
物
債
表
輿
不
換
紙
幣
」

(
『明
代
経

済
|
明
史
論
叢
之
八
』
所
収
畢
生
書
局

一
九
六
八
)
彰
信
威

『中
園

貨
幣
史
』
第
七
掌
明
代
的
貨
幣
〈
上
海
人
民
出
版
社
一
九
五
八
〉
永

江
信
枝
「
明
代
紗
法
の
愛
遷
ー
そ
の
鰯
嬢
の
原
因
を
中
心
と
し
て
|
」

(『
史
論
』
第
九
集

一
九
六
一
〉
市
古
向
三
『
明
代
貨
幣
史
考
』
(
鳳
書

房
一
九
七
七
)

ω
本
節
は
、

註

ω判
的
仰
の
諸
論
文
に
負
う
所
が
大
き
い
。

ω
安
部
健
夫
コ
冗
時
代
の
包
銀
制
の
考
究
」
、
コ
冗
代
通
貨
政
策
の
設
展
」

(
『
元
代
史
の
研
究
』
所
枚
創
文
社

一
九
七
二
〉

ω
岩
村
忍

「元
時
代
に
於
け
る
紙
幣
の
イ
ンフ

レ
ー
シ

ョ
ン
|

|
経
済
史

的
研
究
l
1
l
」
(
『
東
方
皐
報
』

京
都

三
四
一
九
六
四
)

ω
『
元
史
』
各
九
七

食

貨

五

妙
法
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鋭
而
所
在
郡
脈
。
皆
以
物
貨
相
貿
易
。
公
私
所
積
之
紗
。
途
倶
不
行
。

人
観
之
若
弊
緒
。
而
闘
用
由
是
乏
余。

ω
前
田
直
典

コ冗
代
に
於
け
る
紗
の
後
行
制
度
と
そ
の
流
通
吠
態
」
(
『
元

朝
史
の
研
究
』
所
収
東
京
大
祭
出
版
曾
一
九
七
三
)

間
前
註
伺
参
照
。

制
『
太
租
貫
録
』
辛
丑
(
至
正
二
十
一
年
)
二
月
己
亥

置
資
源
局
。
鈎
大
中
通
費
銭
。
先
是
中
審
省
議
以
園
家
新
立
。
銭
法
未

定
。
民
以
米
萎
輿
銭
相
貿
易
。
毎
米
一
石
。
官
直
銭
千
。而
民
間
私
易
。

加
至
三
千
。
然
銭
貨
低
昂
。
宣
能
久
而
不
祭
。
今
請
置
資
源
局
於
態
天

府
。
鈴
大
中
通
費
銭
。
使
輿
歴
代
銭
粂
行
。
以
四
百
局
一
貫
。
四
十
信
用

一
一問
。
四
文
信
用
一
銭
。
其
物
貨
債
値
。
一
従
民
使
。
設
官
以
主
其
事
。

上
従
之
。
且
疋
歳
鈴
銭
凡
四
百
三
十
一
高
。

制

『
太
組
貫
録』

甲
辰
(歪
正
二
十
四
年
〉
四
月
壬
氏。

帥

鈴
銭
額
の
記
載
は
、
先
の
註
同
に
あ
る
至
正
二
十
一
年
の
四
百
三
十

一

高
文
と
、
同
じ
く

『太
租
貫
録
』
笑
卯

(
至
正
二
十
三
年
)
十
二
月
の
僚

に
、
「
是
凸
刷
費
源
局
裁
鈎
銭
三
千
七
百
九
十
一
高
有
奇
」
と
あ
る
だ
け
で

あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
微
々
た
る
額
に
は
違
い
な
い
。

帥
群
雄
の
中
で
は
、
張
土
誠
が
天
佑
遜
賀
、
韓
林
見
が
龍
鳳
通
貨
、
徐
詩

輝
が
天
曲
目
通
貨
と
天
定
通
貨
、
陳
友
諒
が
大
義
通
費
な
ど
を
鋳
造
し
て
い

る
。
彰
信
威
前
掲
『
中
図
貨
幣
史
』
第
六
章
金
元
的
貨
幣
。

M
W

『
太
租
賃
銭
』
洪
武
元
年
一
一
一
月
辛
未
朔

命
戸
部
及
行
省
談
鈎
洪
武
通
貨
銭
。
其
制
九
五
等
。
賞
十
銭
。
重
一
一
問
。

蛍
五
銭
。

重
伍
銭
。
蛍
三
銭
。
重
三
銭
。
蛍
二
銭
。
重
二
銭
。
小
銭
。

重
一
銭
。

『
太
組
賀
録
』
洪
武
四
年
二
月
了
卯
。

帥

明
初
に
お
け
る
銅
銭

M
W

市
古
尚
三

前
掲

『明
代
貨
幣
史
考
』
第
二
章

に
よ
る
貨
幣
制
度
の
樹
立
。

帥

加

藤

繁

『支
那
経
済
史
紙
読
』
第
十
章

貨
幣
(
弘
文
堂
書
房

四
四
〉

帥

『
太
租
貫
録
』
洪
武
七
年
正
月
庚
午。

肋
加
藤
繁
前
掲
『
支
那
経
済
史
概
説
』

帥

註

闘

参
照
。

同
註
帥
参
照
。

帥
『
太
租
貫
録
』
洪
武
八
年
三
月
辛
酉
朔

詔
道
大
明
質
紗
。
時
中
審
省
及
在
外
各
行
省
。
皆
置
局
以
鼓
鋳
銅
銭
。

有
司
貧
民
出
銅
。
民
閲
比
由
一
殿
様
物
以
輪
開
官
。
鼓
鋳
甚
品
目
。
而
姦
民
復
多

盗
鈴
者
。
叉
商
賀
穂
易
。
銭
重
道
遠
。
不
能
多
致
。

頗
不
便
。
上
以
宋

有
交
曾
法
。
而
元
時
亦
嘗
造
交
紗
及
中
統
至
元
資
妙
。
其
法
省
便
。
易

於
流
勝
。
可
以
去
鼓
総
之
害
。
途
詔
中
書
省
造
之
。
:
:
:
中
略
:
:
:。

毎
紗

一
貫
準
銅
銭
一
千
・
銀

一一
問
。
其
徐
皆
以
是
魚
差
。
其
等
凡
有

六
。
日
一
貫
。
日
五
百
文
。
四
倍
文
。
三
倍
文
。
二
倍
文
。
一
倍
文
。

禁
民
間
不
得
以
金
銀
物
貨
交
易
。
遺
者
治
其
罪
。
有
告
護
者
。
就
以
其

物
給
之
。
若
有
以
金
銀
易
紗
者
聴
。

凡
商
税
課
程
。
銭
紗
粂
枚
。
銭
什

三
。
紗
什
七
。
一
倍
文
以
下
。
則
止
用
銅
銭
。

『
太
租
貫
録
』

洪
武
八
年
一
一
一
月
辛
巳
。

『
太
租
貧
録
』
洪
武
九
年
六
月
己
酉。

『
太
租
貫
録
』
洪
武
九
年
七
月
甲
子
。

立
倒
妙
法
。

中
書
省
奏
。
園
家
行
紗
日
久
。
量
無
昏
燭
。
宜
設
牧
換
以

使
行
使
。
於
是
議
令
所
在
置
行
用
庫
。
毎
昏
嫡
紗
一
貫
。
牧
工
墨
直
三

十
文
。
五
百
以
下
辺
滅
之
。

九

- 90一
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同
前
註
伺
並
び
に
『
太
租
貧
録
』
洪
武
九
年
二
月
庚
子
の
僚
に
「
毎
銭

一

千
・
紗
一
貫
。
各
抵
米
一
石
」
と
あ
る
。

伺
交
易
に
金
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
く
、
専
ら
銀
が
使
用
さ
れ

た。
加
藤
繁

『
唐
宋
時
代
に
於
け
る
金
銀
の
研
究
』
第
十
一
章
階
以
前
及

び
元
以
後
に
於
け
る
金
銀
第
二
項
明
(
東
洋
文
庫
一
九
一
一
六
)

帥
前
註
帥
参
照
。

M
W

『
太
租
賀
録
』
洪
武
十
年
五
月
丙
午
、
十
三
年
七
月
辛
丑
、
十

一
月
戊

子
、
十
七
年
三
月
壬
子
、
十
九
年
九
月
己
未、

二
十
二
年
四
月
戊
申
、
六

月
甲
子
、
二
十
四
年
五
月
己
丑
、
等
々
。

帥
『
太
租
貧
録
』
洪
武
二
十
三
年
十
月
戊
辰
。

帥

註
帥
参
照
。

伺
『
太
旭
貫
録
』
洪
武
二
十
七
年
八
月
丙
戊

詔
禁
用
銅
銭
。
時
雨
漸
之
民
。
重
銭
軽
紗
。
多
行
折
支
。
至
有
以
銭
百

六
十
文
折
妙
一
貫
者
。
一
踊
建
・
雨
庚
・
江
西
諸
慮
。
大
率
皆
然
。
由
是

物
債
湧
貴
。
而
紗
法
盆
擾
不
行
。
上
酒
論
戸
部
向
書
郁
新
目
。
園
家
造

妙
。
令
輿
銅
銭
相
粂
行
使
。
本
以
使
民
。
比
年
以
来
。
民
心
弓
詐
。
乃

以
銭
紗
任
意
厳
折
行
使
。
致
令
妙
法
不
行
。
甚
失
立
法
便
民
之
意
。
宜

令
有
司
悉
枚
其
銭
蹄
官
。
依
数
換
紗
。
不
許
更
用
銅
銭
行
使
。
限
半
月

内
。
凡
軍
民
商
買
所
有
銅
銭
。
悉
迭
赴
官
。
敢
有
私
自
行
使
。
及
埋
議

棄
段
者
。
罪
之
。

制
『
蔦
暦
舎
典
』
巻
一
三
戸
部
一
八
妙
法
。

伺
『
太
租
貫
録
』
洪
武
三
十
年
一
一
一
月
甲
子
、

『太
宗
貫
録
』
永
祭
元
年
四

月
丙
寅
、
同
二
年
三
月
庚
氏
、
同
十
七
年
四
月
壬
寅
、
『
仁
宗
貧
録
』
洪

熊
元
年
正
月
庚
寅
、
『
宣
宗
寅
録
』
宣
徳
元
年
七
月
美
巳
、
同
三
年
十
一

月
乙
丑
。

帥

『

太

宗
貧
録
』

永
繁
二
年
八
月
庚
寅。

帥

藤

井

宏

「
明
代
の
戸
口
食
堕
法
に
就
い
て
」
〈
『
祉
曾
経
済
史
皐
』

一一一一

ー
三
一
九
四
三
〉

帥
佐
久
間
重
男
「
明
代
に
お
け
る
商
税
と
財
政
と
の
関
係
(
一

・二
)」

(
『
史
拳
雑
誌』

六
五
|

一
-
一
一
一
九
五
五
)

帥
永
江
信
枝
前
掲
「
明
代
紗
法
の
嬰
遷
」

奥
拾
前
掲
「
記
大
明
資
妙
」

制
加
藤
繁
前
掲
『
唐
宋
時
代
に
於
け
る
金
銀
の
研
究
』
第
八
章

唐

宋

時
代
の
金
銀
出
産
地
及
び
其
の
輸
出
と
輸
入
。

同

安

部

健

夫

前

掲

コ冗
時
代
の
包
銀
制
の
考
究
」
二
元
初
華
北
で
の

通
貨
欣
況
。

帥
加
藤
繁
「
南
宋
時
代
に
於
け
る
銀
の
流
通
並
に
銀
と
曾
子
と
の
関
係
に

つ
い
て
L

Q支
那
経
済
史
考
誼
』
下
各
所
牧
東
洋
文
庫
一
九
五
二
)

帥
安
部
健
夫
前
掲
「
元
時
代
の
包
銀
制
の
考
究
」

制
前
田
直
典

コ
冗
朝
時
代
に
於
け
る
紙
幣
の
債
値
襲
動
」
(『元
朝
史
の
研

究
』
所
牧
)

帥
小
林
新
三
コ
元
朝
に
お
け
る
銀
の
賜
輿
に
つ
い
て
」
(『
元
史
刑
法
士山
の

研
究
霧
註
』
所
枚
数
育
書
籍
一
九
六
二
)

帥
同
右
。

帥
愛
宕
松
男
「
斡
脱
銭
と
そ
の
背
景
|
|
十
三
世
紀
モ
ン
ゴ
ル
H
元
朝
に

お
け
る
銀
の
動
向
|
|
〈
上
・
下
)
」
〈
『東
洋
史
研
究
』

一一一一一|
一・一一

一
九
七
三
)

嶋
本
史
料
は
、
前
掲
岩
村
論
文
に
よ
っ
て
所
在
を
知
っ
た
。

帥
例
え
ば

『元
史
』
巻
六
四
河
渠
一
禽
通
河
に
、

- 91ー
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延
一
路
元
年
(
二
三
四
)
二
月
二
十
目
。
省
匡
言
。
江
南
行
省
起
運
諸

物
。
皆
由
曾
通
河
以
遠
子
都

0

・・

・中
略
・
:
。
始
開
河
時
。
止
許
行

百
五
十
料
船
。
近
年
権
勢
之
人
。
弁
富
商
大
賞
。
貧
噌
貨
利
。
造
三
四

百
料
或
五
百
料
船
。
於
此
河
行
駕
。
以
致
阻
滞
官
民
舟
橋
。
-

と
あ
り
、
江
南
の
富
商
大
賞
が
多
く
の
貨
物
を
船
舶
に
積
載
し
て
、
大
都

と
の
開
を
往
来
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

制
宮
崎
市
定

「中
園
近
世
銀
問
題
略
説
」
(
『
ア
ジ
ア
史
研
究
』

第
三
各
所

牧
東
洋
史
研
究
舎

一
九
六
七
〉

同
『
元
典
章
』
各
二

O
紗
法
住
罷
銀
妙
銅
銭
使
中
統
紗

至
大
四
年
四
月

0

・
:
中
略
:
:
。
比
者
向
書
省
所
設
新
沓
銅
銭
。
具

有
縞
数
。
其
民
閲
宿
裁
者
。
所
在
充
溢
。
不
可
勝
算
。
:
:

『
園
初
事
蹟
』

太
組
克
江
州
。

a
-

中
略
:
:
・
・
。
是
命
親
姪
文
正
潟
大
都
督
府
左
都
督

節
制
中
外
諸
軍
事
。
往
銀
江
西
。
:
:
:
中
略
・

・
。
宣
期
荒
淫
惟
任
嫁

史
術
迷
可
等
小
人
魚
心
腹
。
専
用
民
間
閏
女
。
用
則
留
数
十
日
。
不
用

即
投
之
於
弁
。
矯
激
甚
多
。
九
過
太
組
差
人
到
彼
。
公
幹
多
以
銀
段
餌

之
。
受
者
蔽
而
不
言
其
悪
。

~9) 

高
見
賢
奏
。
嫁
史
張
有
道
賀
選
。
太
組
ム叩
楊
憲
絢
之
。
有
道
招
受
同
郷

徐
君
瑞
買
求
植
密
嫁
史
銀
十
雨
。
律
該
杖
一
百
。

倒

(
李
文
忠
〉
比
到
京
。
太
粗
大
悦
。
撫
之
甚
切
。
賜
以
好
馬
銀
雨
。

一
例
と
し
て

『
太
租
笈
鍛
』
洪
武
元
年
十
二
月
辛
卯
の
僚
に
、

今
喪
飢
之
後
。
中
原
草
郡
弁
。
人
民
稀
少
。
所
謂
田
野
闘
。
戸
口
惜
。
此

正
中
原
今
日
之
急
務
。
若
江
南
。
則
無
此
畷
土
流
民
笑
。

と
あ
る
。

制

相

田

洋

「『元
末
の
反
飢
』
と
そ
の
背
景
」
(
『歴
史
聞
学
研
究
』一一
一六

一

一
九
七

O
)

伺

『
太
租
質
録
』

辛
丑
二
月
甲
申
、
同
二
月
丙
午
、
同
甲
辰
正
月
丁
卯
の

各
候
。

帥

『
鞄
翁
家
蔵
集
』
巻
五
一

政
桃
源
雅
集
記

元
之
季
。
奥
中
多
富
室
。
字
以
高
官
修
相
官問
。

制
愛
宕
松
男
「
朱
奥
園
と
張
奥
園
||
初
期
明
王
朝
の
性
格
に
関
す
る

一

考
察
|
|
」
(『文
化
』

一
七
|
六

一
九
五
三
)

伺

清

水

泰
次
「
明
太
組
の
針
縫
豪
策
|

|
特
に
張
奥
の
戟
犯
及
び
蘇
州
の

豪
設
に
つ
い
て
|
|
」
〈
『
史
観
』
一一一八

一
九
五
二
〉

伺
『
太
租
貫
録
』
洪
武
三
年
三
月
戊
申
。

制

呉

恰

「
明
初
祉
舎
生
産
力
的
設
展
」
(『
歴
史
研
究
』
一
九
五
五
|
一二
)

帥
例
え
ば
、

安
部
前
掲
コ
克
代
通
貨
政
策
の
設
展
」
三
六
八
頁
に
は
、
次

の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

要
す
る
に
元
時
代
を
ふ
く
む
近
世
シ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
一

葉
の
紙
片

を
化
し
て
交
換
媒
介
の
手
段
た
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
或
い
は
威
、
或

い
は
信
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
様
の
考
え
方
が
支
配
的
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
少
な
く
と
も
観
念
要
素
的
に
は
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の

で
あ
る
。
・
:
:
・
中
略
・
:
。
し
か
し
な
が
ら
更
に
籾
っ
て
、
緒
幣
(
紙

幣
|
筆
者
註
)

一
般
が
何
ゆ
え
免
換
緒
幣
と
も
不
換
緒
幣
と
も
な
り
え

た
か
と
い
う
貼
、
更
に
は
免
換
緒
幣
制
度
に
あ
っ
て
も
「
威
」
を
必
要

と
し
た
貼
な
ど
に
思
い
を
い
た
す
な
ら
ば
、
結
論
は
さ
ら
に
選
っ
た
も

の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
園
家
社
舎
の
構
造
上
、
緒
幣
制
度

一
般
が

も
と
も
と
一
の
信
用
制
度
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
の
権
力
制
度
で
な
け
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れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
、
矛
盾
し
た
要
請
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
た
め
で

あ
っ
て
、
そ
の
と
き
ど
き
の
政
治
的
経
済
的
批
禽
的
な
紋
勢
如
何
に
よ

り
、
信
用
制
度
的
な
性
格
を
削
減
も
し
く
は
波
却
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ

う
に
な
る
と
、
そ
こ
に
始
め
て
不
換
稀
幣
が
愛
生
し
て
来
た
も
の
と
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

伺
拙
稿
「
明
王
朝
成
立
期
の
軌
跡
|
|
洪
武
朝
の
疑
獄
事
件
と
京
師
問
題

を
め
ぐ
っ
て
1
l」
(
『東
洋
史
研
究
』
一
一
一
七
|
一
一
一
一
九
七
八
)

制

『

宣
宗
貧
録
』
洪
照
元
年
間
七
月
葵
亥
。

制
『
皇
明
名
医
現
淡
録
後
集
』
巻
五

兵
部
尚
書
廊
公
紳
道
碑

永
祭
政
宍
巳
(
十
一
年
)
。
奔
監
察
御
史
。
時
車
駕
在
北
京
。
有
言
南
京

紗
法
阻
滞
。
命
公
往
察
之
。
衆
謂
終
起
大
獄
。
公
往
檎
市
豪
一
-
一筋。

奏
日
。
市
人
関
令
。
皆
震
催
。
今
妙
法
己
遁
失
。
上
額
之
而
罷
。

伺
森
正
夫
「
十
五
世
紀
前
牢
太
湖
周
透
地
帯
に
お
け
る
園
家
と
農
民
」

(
『
名
古
屋
大
皐
文
拳
部
研
究
論
集
』
一
-
一
八

一
九
六
五
〉

伺
佐
久
閲
重
男

前
掲
「
明
代
に
お
け
る
商
税
と
財
政
と
の
関
係
(
一
)
」

倒
『
仁
宗
貧
録
』
洪
照
元
年
正
月
庚
寅。

伺
『
宣
宗
寅
録
』
宣
徳
三
年
六
月
己
酉。

伺

佐

久
閲
重
男
「
明
代
の
商
税
制
度
」
(『祉
舎
経
済
史
皐
』
一
一
一
一
|
三

一
九
四
三
〉
同
前
掲
「
明
代
に
お
け
る
商
税
と
財
政
と
の
関
係
(
一
・

二
)
」
市
古
尚
三
前
掲
『
明
代
貨
幣
史
考
』
第
四
章
明
朝
の
費
紗
制

度
の
経
過
と
物
貨
調
整
策
。

制
例
え
ば
『
宣
宗
貫
録
』
宣
徳
五
年
正
月
丙
寅
の
記
載
で
は
「
今
妙
法
阻

滞
」
と
あ
り
、
同
五
年
六
月
己
丑
で
は
「
至
今
紗
来
通
行
」
と
あ
る
が
、

六
年
三
月
丁
卯
に
な
る
と
「
近
間
妙
法
制
情
通
」

と
、
少
し
ニ
ュ
ア
ン

ス
が

襲
わ
っ
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
、
翌
七
年
正
月
美
未
に
は
「
妙
法
不
通
」
と

逆
戻
り
し
て
お
り
、
さ
ら
に
同
三
月
庚
申
朔
に
は
再
び
「
今
紗
法
頗
通
」

と
あ
る
か
と
思
う
と
、
同
五
月
己
未
に
は
ま
た
「
妙
法
不
通
」
と
な
っ

て

い
る
。

伺

永

江
信
枝
前
掲

「
明
代
紗
法
の
嬰
遷
」

同

佐

久
間
重
男

前
掲
「
明
代
に
お
け
る
商
税
と
財
政
と
の
関
係
〈
一
〉
」

帥

『

宣

宗
貫
録
』
宣
徳
七
年
五
月
辛
未
。

制

『

英

宗
貧
録
』

宣
徳
十
年
正
月
壬
午
。

伺

『

英

宗
貫
録
』
宣
徳
十
年
十
二
月
戊
午
。

伺

『

宣
宗
貫
録
』
宣
徳
四
年
六
月
庚
子

行
在
戸
部
奏。

比
年
亘
商

・
富
民
弁
櫨
貴
之
家
。

凡
有
交
易
。
倶
要
金

銀
。
以
致
紗
不
通
行
。

帥
星
斌
夫
「
金
花
銀
考
」
(
『
山
形
大
皐
紀
要
〈
人
文
科
皐
〉』

九
|
一

一
九
七
八
〉

伺

『

英
宗
貫
録
』
正
統
元
年
八
月
庚
辰
。

伺

『

明

史
』
巻
八

一

食

貨

五

銭

紗

英
宗
即
位
。
牧
賦
有
米
奏
折
銀
之
令
。
途
減
諸
納
品
紗
者
。
而
以
米
銀
銭

賞
品
妙
。
弛
用
銀
之
禁
。
朝
野
率
皆
用
銀
。
其
小
者
乃
用
銭
。
惟
折
官
俸

用
妙
。
紗
整
不
行
。

漬
旦
堕
量司
氏
は
、
地
方
志
の
米
債
表
示
法
に
基
づ
い
て
各
地
方
の
主
要

通
貨
を
検
討
し
、
銭
経
済
か
ら
銀
経
済
へ
の
移
行
を
、

ω江
南
型
、
倒
筆

北
型
、
。
内
陸
型
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
は
こ
の
問
題
に
は

燭
れ
な
い
。

「明
代
の
米
債
表
示
法
と
銀
の
流
通
|
|
明
代
通
貨
史
究
書

一
一
|
|
」

〈『
新
潟
中
央
高
等
皐
校
研
究
年
報
』
一
五
一
九
六
九
〉

何

佐

久

開
重
男

前
掲
「
明
代
に
お
け
る
商
税
と
財
政
と
の
関
係
(
一
・

二〉」

内

o
n
w
M
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側

愛

宕

松
男

コ
冗
の
中
閣
支
配
と
漢
民
族
社
曾
」
第
四
章

江
南
(
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』

九

一

九

七

O
)

伺

竺

沙
雅
章
『
征
服
王
朝
の
時
代

〈新
書
東
洋
史
〉

=一
』
(『講
談
社
現
代

新
書

』

一

九
七
七
)

補

ω
も
ち
ろ
ん
、
口
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
単
に
夜
行
額
が
時
唱
え
た
か
ら

診
の
償
値
が
下
落
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
無
信
用
の
不
換
紙
幣
と
い

元
朝
治
下
の

う
事
貨
が
貨
幣
償
値
の
下
落
を
助
長
し
、
そ
れ
が
ひ
い
て
は
夜
行
を
促
し

て
悪
循
環
を
も
た
ら
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
付
の
銀
偏
重
の
風
潮
は
、

い
わ
ば
こ
う
し
た
診
の
債
値
下
落
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。
従
っ
て
、
付

と
口
は
厳
密
な
意
味
で
は
区
別
で
き
ず
、
そ
の
根
底
に
は
紹
え
ず
不
換
紙

幣
と
い
う
問
題
か
横
た
わ
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、

本
論
で
は
省
時
の
人
々

の
認
識
に
則
っ

て
、
便
宜
上
二
黙
に
分
け
て
論
を
進
め
た
い
。
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But, because tV^ｅＴａ-Ｍt･ｎｇ　ｐａｏ■ch'aoas issued was ａ nonexchangeable

currency, its value deteriorated year by year.　０ｎ the other hand, the

silver economy infiltrated the whole country. This meant that even the

Ming, which politically ruled the South from the North, was unable to

unify the North and the South in the economic sphere.　Nevertheless,

the issue of the Ｔａ-Ｍｉｎｇ　ｐａｏ-ｃＫａｏwasａ stage the early Ming had t(〉

go through ； in order to become ａ real unified dynasty.

　　

THE THREE SHANGHAI UPRISINGS AND

　　　　

THE CfflNESE COMMUNIST PARTY

Ａ historicalinvestigation of the Shanghai Revolution

Banno Ryokichi

　　

This paper tries to investigate the three Shanghai uprisings, which

formed one aspect of the climaχ of the National Revolution, while focu-

sing on some problems of urban revolution･

　　

This article is broadly divided into the two following themes.　Ｔｈｅ一

丘rst is the problem of success and failure of the Shanghai uprisings, and

the second is the problem of the strategy and tactics used by the Chinese

Communist Party which fully committed itself to the cause.　ぺA^ith regard

to the first theme, the questions of how the epoch-making civil revolution

of the urban masses won victory, why that became the impetus for th&

ｃｏｕｐ　ｄ’itａt of 12 april (55M yi-ｅｒｈ四・一二), and finally why it collapsed

after ａ short period, are ｅχamined.　ぺA^ith regard to the second theme,

the hypothesis is ｅχamined in various ways whether the commitment of

the Chinese Communist Central Committee under Ch'en Tu-hsiu 陳稲秀

to the three uprisings didn't ｅχist as ａ real alternative within the Chinese

Revolution, although it was never actualized.

　　

l take the following approaches towards these themes･

　　

1. Ａ ｃｏｍｐａｒａtiｖｅ　inｖｅｓ£ｉｅａtｉｏｎｏｆ 哨ｅ ｔｈｒｅｅｕｐｒiｓｉｎｇｓ. The first。

second and third Shanghai uprisings　differed　considerably　in　content.

Moreover, the first one differed also from the second and third one in

character and revolutionary vision.　The third one was carried out under

the leadership of the Chinese Communist Party which used tactics of itｓ｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－5－



own.

　

But the attainment of the Chinese Communist Party's target of

establishing ａ civil government in Shanghai (t気巳αｄ ｈｏｃcivil government)

lead to the definite division within the ranks of the National Revolution.

　　　

IT. 　Ｔｈｅ　libeｒａtｉｏｎ ｏｆ Ｓｈａｎｓｈａｉａｎｄ tｈ

hai uprisings were not isolated from the development of the Northern

Expedition and the National Revolution, but they formed ａ corner of the

conquest in the area of Chiang-su and Ｃｈ&-ｃｈｉａｎｇ(Ch.ｉａｎｇ-ｃｈ&江浙).Ｂｕt

there existed ａ strong disagreement between the left-wing in Wuhan and

Chiang Chieh-shih蒋介石of the right-wing, about the strategy for the

conquest of this area (with the liberation of Shanghai and Nanking as

its center). Originally it was the strategy of the right-wing but, after

-the fall of Hangchow, the left-wing changed to the strategy of taking

Shanghai and Nanking first, in accord with its target of preventing the

Great Powers and the Chiang Chieh-shih-wing from getting too close to

each other. Consequently, the third Shanghai uprising became ａ part of

this strategy.

　　　

III.　Ｔｈｅ　ｐｒｏｂｌｅｍ ｏｆ ｃａｐｉｔalａｎｄ　laboｒ in Shｘｉｎｅｈａｉ ａｎｄ tｈｅ ｒｅｖolｕ-

tionαry strategy. The Shanghai uprisings were carried out as an united

front of the civil population of Shanghai, but at the center of the social

situation of Shanghai in that time there ｅχisted ａ special labor-capital

‘relationship.

　

“Special” means that there were mutual relationships bet-

-ween the two which were not confined to purely class antagonism. The

･energetic devotion of Ch'en Tu-hsiu has been criticised by earlier authors

as ａ“Shanghai-first”-policy or as right-wing opportunism.　Such criticisms

were made mainly from the point of view which considers democratic

ぷctatorship of laborers and peasants, or ａ ∫θ雨虎 as the supreme ideal.

But if ･we take into consideration the special conditions in the biggest

modern trading and industrial city of ａ semicolonized and semifeudal

China, then we must conclude that such an evaluation is not necessarily

right･and l think ｀″ｅ have to reconsider the collapse of the Shanghai

でRevolution from ａ much broader point of view.

６－


